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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 （１）～（２９） （略）  （１）～（２９） （略） 

 （３０） 虚偽記載 有価証券報告書等につい

て、内閣総理大臣等から訂正命令（原則とし

て、法第１０条（法第２４条の２、法第２４

条の４の７及び法第２４条の５において準用

する場合を含む。）又は法第２３条の１０に

係る訂正命令をいう。）若しくは課徴金納付

命令（法第１７２条第１項（同条第４項にお

いて準用する場合を含む。）又は法第１７２

条の２第１項若しくは第２項に係る命令をい

う。）を受けた場合又は内閣総理大臣等若し

くは証券取引等監視委員会により法第１９７

条若しくは法第２０７条に係る告発が行われ

た場合、又はこれらの訂正届出書、訂正発行

登録書又は訂正報告書を提出した場合であっ

て、その訂正した内容が重要と認められるも

のである場合をいう。 

 （３０） 虚偽記載 有価証券報告書等につい

て、内閣総理大臣等から訂正命令（原則とし

て、法第１０条（法第２４条の２及び法第２

４条の５において準用する場合を含む。）又

は法第２３条の１０に係る訂正命令をいう。）

若しくは課徴金納付命令（法第１７２条第１

項（同条第４項において準用する場合を含

む。）又は法第１７２条の２第１項若しくは

第２項に係る命令をいう。）を受けた場合又

は内閣総理大臣等若しくは証券取引等監視委

員会により法第１９７条若しくは法第２０７

条に係る告発が行われた場合、又はこれらの

訂正届出書、訂正発行登録書又は訂正報告書

を提出した場合であって、その訂正した内容

が重要と認められるものである場合をいう。

 （３１）～（４２） （略）  （３１）～（４２） （略） 

 （４２）の２ 四半期財務諸表等 四半期連結

貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書（連結財務

諸表を作成すべき会社でない会社にあって

は、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及

び四半期キャッシュ・フロー計算書とする。）

（特定事業会社にあっては、中間財務諸表等

を含む。）をいう。 

 （新設） 

 （４３）～（７５） （略） （４３）～（７５） （略） 

 （７５）の２ 特定事業会社 開示府令第１７

条の６第２項各号に掲げる事業を行う会社を

いう。 

 （新設） 
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 （７６）～（８７） （略） （７６）～（８７） （略） 

（８８） 有価証券報告書等 有価証券届出書、

発行登録書及び発行登録追補書類並びにこれ

らの書類の添付書類及びこれらの書類に係る

参照書類、有価証券報告書及びその添付書類、

半期報告書、四半期報告書並びに目論見書を

いう。 

（８８） 有価証券報告書等 有価証券届出書、

発行登録書及び発行登録追補書類並びにこれ

らの書類の添付書類及びこれらの書類に係る

参照書類、有価証券報告書及びその添付書類、

半期報告書並びに目論見書をいう。 

（８９）～（９６） （略） （８９）～（９６） （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類等） 

第２０４条 （略） 

２～５ （略） 

（新規上場申請に係る提出書類等） 

第２０４条 （略） 

２～５ （略） 

６ 本則市場へ新規上場申請を行う新規上場申請

者は、前各項の規定に基づく提出書類のうち施

行規則で定める財務計算に関する書類につい

て、施行規則で定めるところにより、法第１９

３条の２の規定に準じて、２人以上の公認会計

士又は監査法人の監査、中間監査又は四半期レ

ビュー（特定事業会社にあっては、中間監査を

含む。以下同じ。）を受け、それに基づいて当

該公認会計士又は監査法人が作成した監査報告

書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書

（特定事業会社にあっては、中間監査報告書を

含む。以下同じ。）を添付するものとする。た

だし、新規上場申請者が施行規則で定める外国

会社である場合には、この限りでない。 

６ 本則市場へ新規上場申請を行う新規上場申請

者は、前各項の規定に基づく提出書類のうち施

行規則で定める財務計算に関する書類につい

て、施行規則で定めるところにより、法第１９

３条の２の規定に準じて、２人以上の公認会計

士又は監査法人の監査又は中間監査を受け、そ

れに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作

成した監査報告書又は中間監査報告書を添付す

るものとする。ただし、新規上場申請者が施行

規則で定める外国会社である場合には、この限

りでない。 

７ 本則市場へ新規上場申請を行う新規上場申請

者（前項ただし書の規定の適用を受ける外国会

社を除く。）は、施行規則で定めるところによ

り、前項に規定する監査、中間監査又は四半期

レビュー（施行規則で定めるものを除く。）に

ついて公認会計士又は監査法人が作成した監査

概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー概

要書（特定事業会社にあっては、中間監査概要

書を含む。以下同じ。）各１部を提出するもの

とする。 

７ 本則市場へ新規上場申請を行う新規上場申請

者（前項ただし書の規定の適用を受ける外国会

社を除く。）は、施行規則で定めるところによ

り、前項に規定する監査又は中間監査（施行規

則で定めるものを除く。）について公認会計士

又は監査法人が作成した監査概要書又は中間監

査概要書各１部を提出するものとする。 
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８～１２ （略） ８～１２ （略） 

  

（内国会社の形式要件） 

第２０５条 内国株券等に係る第２０７条に定め

る本則市場の上場審査は、次の各号に適合する

ものを対象として行うものとする。この場合に

おける当該各号の取扱いは施行規則で定める。

（内国会社の形式要件） 

第２０５条 内国株券等に係る第２０７条に定め

る本則市場の上場審査は、次の各号に適合する

ものを対象として行うものとする。この場合に

おける当該各号の取扱いは施行規則で定める。

 （１）～（６） （略）   （１）～（６） （略） 

（７） 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａからｄまでに適合すること。 

ａ 最近２年間（前号ａ及びｃのいずれにも

適合していない場合は、最近３年間。次の

ｂにおいて同じ。）に終了する各事業年度

若しくは各連結会計年度の財務諸表等又は

各事業年度における四半期会計期間若しく

は各連結会計年度における四半期連結会計

期間の四半期財務諸表等が記載又は参照さ

れる有価証券報告書等に虚偽記載を行って

いないこと。 

（７） 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａからｃまでに適合すること。 

ａ 最近２年間（前号ａ及びｃのいずれにも

適合していない場合は、最近３年間。次の

ｂにおいて同じ。）に終了する各事業年度

若しくは各連結会計年度の財務諸表等又は

各事業年度における中間会計期間若しくは

各連結会計年度における中間連結会計期間

の中間財務諸表等が記載又は参照される有

価証券報告書等に虚偽記載を行っていない

こと。 

ｂ （略） 

ｃ 最近１年間に終了する事業年度及び連結

会計年度の財務諸表等に添付される監査報

告書並びに最近１年間に終了する事業年度

における四半期会計期間及び連結会計年度

における四半期連結会計期間の四半期財務

諸表等に添付される四半期レビュー報告書

において、公認会計士等の「無限定適正意

見」又は「無限定の結論」（特定事業会社

にあっては、「中間財務諸表等が有用な情

報を表示している旨の意見」を含む。）が

記載されていること。ただし、施行規則で

定める場合は、この限りでない。 

ｂ （略） 

ｃ 最近１年間に終了する事業年度及び連結

会計年度の財務諸表等に添付される監査報

告書並びに最近１年間に終了する事業年度

における中間会計期間及び連結会計年度に

おける中間連結会計期間の中間財務諸表等

に添付される中間監査報告書において、公

認会計士等の「無限定適正意見」又は「中

間財務諸表等が有用な情報を表示している

旨の意見」が記載されていること。ただし、

施行規則で定める場合は、この限りでない。

  ｄ 新規上場申請に係る株券等が国内の他の

金融商品取引所に上場されている場合にあ

っては、次の（ａ）及び（ｂ）に該当する

ものでないこと。 

（新設） 
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（ａ） 最近１年間に終了する事業年度に

係る内部統制報告書において、「評価結

果を表明できない」旨が記載されている

こと。 

（ｂ） 最近１年間に終了する事業年度に

係る内部統制報告書に添付される内部統

制監査報告書において、「意見の表明を

しない」旨が記載されていること。 

 （８）・（９） （略） （８）・（９） （略） 

 （９）の２ 単元株式数 

単元株式数が、上場の時に１００株となる

見込みのあること（国内の他の金融商品取引

所に上場されている内国株券及び日本証券業

協会が指定するグリーンシート銘柄を除く。）

ただし、施行規則で定める場合は、この限り

でない。 

（新設） 

 （１０）～（１２） （略） （１０）～（１２） （略） 

  

（外国会社の形式要件） 

第２０６条 （略） 

（外国会社の形式要件） 

第２０６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、新規上場申請者

が民営化外国会社（本国の政府が資本の全額を

出資する者から、財産並びに権利及び義務を譲

り受けてその者が行っていた事業を営む外国会

社若しくは本国の政府により発行済株式総数の

過半数が所有されていた外国会社で、政府所有

株式の全部若しくは一部の売却により当該株式

が民間に所有されることとなったもの又はこれ

らに類すると当取引所が認める外国会社をい

う。以下同じ。）である場合には、第１項第１

号及び前項第３号において適用する前条第４

号、第６号及び第７号に適合しない場合であっ

ても、次の各号に適合するものを外国株券等に

係る次条に定める上場審査の対象とする。この

場合における当該各号の取扱いは施行規則で定

３ 前２項の規定にかかわらず、新規上場申請者

が民営化外国会社（本国の政府が資本の全額を

出資する者から、財産並びに権利及び義務を譲

り受けてその者が行っていた事業を営む外国会

社若しくは本国の政府により発行済株式総数の

過半数が所有されていた外国会社で、政府所有

株式の全部若しくは一部の売却により当該株式

が民間に所有されることとなったもの又はこれ

らに類すると当取引所が認める外国会社をい

う。以下同じ。）である場合には、第１項第１

号及び前項第３号において適用する前条第４

号、第６号及び第７号に適合しない場合であっ

ても、次の各号に適合するものを外国株券等に

係る次条に定める上場審査の対象とする。この

場合における当該各号の取扱いは施行規則で定
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める。 める。 

 （１）・（２） （略） 

 （３） 虚偽記載又は不適正意見等 

   次のａからｄまでに適合すること。 

（１）・（２） （略） 

 （３） 虚偽記載又は不適正意見等 

   次のａからｃまでに適合すること。 

  ａ～ｃ （略）   ａ～ｃ （略） 

  ｄ 新規上場申請に係る外国株券等が国内の

他の金融商品取引所に上場されている場合

にあっては、次の（ａ）及び（ｂ）に該当

するものでないこと。 

（ａ） 最近１年間に終了する事業年度に

係る内部統制報告書において、「評価結

果を表明できない」旨が記載されている

こと。 

（ｂ） 最近１年間に終了する事業年度に

係る内部統制報告書に添付される内部統

制監査報告書において、「意見の表明を

しない」旨が記載されていること。 

  （新設） 

 （４）～（６） （略） （４）～（６） （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類等） 

第２１１条 （略） 

２～５ （略） 

（新規上場申請に係る提出書類等） 

第２１１条 （略） 

２～５ （略） 

６ マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請

者は、前各項の規定に基づく提出書類のうち施

行規則で定める財務計算に関する書類につい

て、施行規則で定めるところにより、法第１９

３条の２の規定に準じて、２人以上の公認会計

士又は監査法人の監査、中間監査又は四半期レ

ビューを受け、それに基づいて当該公認会計士

又は監査法人が作成した監査報告書、中間監査

報告書又は四半期レビュー報告書を添付するも

のとする。この場合における取扱いは施行規則

で定める。ただし、新規上場申請者が施行規則

で定める外国会社である場合には、この限りで

ない。 

６ マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請

者は、前各項の規定に基づく提出書類のうち施

行規則で定める財務計算に関する書類につい

て、施行規則で定めるところにより、法第１９

３条の２の規定に準じて、２人以上の公認会計

士又は監査法人の監査又は中間監査を受け、そ

れに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作

成した監査報告書又は中間監査報告書を添付す

るものとする。この場合における取扱いは施行

規則で定める。ただし、新規上場申請者が施行

規則で定める外国会社である場合には、この限

りでない。 

７ マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請 ７ マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申請



 

- 6 - 

者（前項ただし書の規定の適用を受ける外国会

社を除く。）は、施行規則で定めるところによ

り、前項に規定する監査、中間監査又は四半期

レビュー（施行規則で定めるものを除く。）に

ついて公認会計士又は監査法人が作成した監査

概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー概

要書各１部を提出するものとする。 

者（前項ただし書の規定の適用を受ける外国会

社を除く。）は、施行規則で定めるところによ

り、前項に規定する監査又は中間監査（施行規

則で定めるものを除く。）について公認会計士

又は監査法人が作成した監査概要書又は中間監

査概要書各１部を提出するものとする。 

８～１２ （略） ８～１２ （略） 

  

（内国会社の形式要件） 

第２１２条 内国株券に係る第２１４条に定める

上場審査は、次の各号に適合するものを対象と

して行うものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

（内国会社の形式要件） 

第２１２条 内国株券に係る第２１４条に定める

上場審査は、次の各号に適合するものを対象と

して行うものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

 （１）～（５） （略）  （１）～（５） （略） 

 （６） 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａからｄまでに適合すること。 

ａ （略） 

ｂ 「新規上場申請のための有価証券報告書」

に添付される監査報告書（最近１年間に終

了する事業年度及び連結会計年度の財務諸

表等に添付されるものに限る。）及び中間

監査報告書又は四半期レビュー報告書にお

いて、公認会計士等の「無限定適正意見」、

「中間財務諸表等が有用な情報を表示して

いる旨の意見」又は「無限定の結論」が記

載されていること。ただし、施行規則で定

める場合は、この限りでない。 

 （６） 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａからｃまでに適合すること。 

ａ （略） 

ｂ 「新規上場申請のための有価証券報告書」

に添付される監査報告書（最近１年間に終

了する事業年度及び連結会計年度の財務諸

表等に添付されるものに限る。）及び中間

監査報告書において、公認会計士等の「無

限定適正意見」又は「中間財務諸表等が有

用な情報を表示している旨の意見」が記載

されていること。ただし、施行規則で定め

る場合は、この限りでない。 

ｃ ａ及び前ｂに規定する監査報告書、中間

監査報告書又は四半期レビュー報告書に係

る財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期

財務諸表等が記載又は参照される有価証券

報告書等に虚偽記載を行っていないこと。

ｃ ａ及び前ｂに規定する監査報告書又は中

間監査報告書に係る財務諸表等又は中間財

務諸表等が記載又は参照される有価証券報

告書等に虚偽記載を行っていないこと。 

ｄ 新規上場申請に係る株券等が国内の他の

金融商品取引所に上場されている場合にあ

っては、次の（ａ）及び（ｂ）に該当する

  （新設） 
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ものでないこと。 

（ａ） 最近１年間に終了する事業年度に

係る内部統制報告書において、「評価結

果を表明できない」旨が記載されている

こと。 

（ｂ） 最近１年間に終了する事業年度に

係る内部統制報告書に添付される内部統

制監査報告書において、「意見の表明を

しない」旨が記載されていること。  

 （７） （略）  （７） （略） 

  

（一部指定の形式要件） 

第３０８条 市場第二部銘柄である上場株券等の

市場第一部銘柄への指定に係る次条に定める審

査は、次の各号に適合するものを対象として行

うものとする。この場合における当該各号の取

扱いは施行規則で定める。 

（一部指定の形式要件） 

第３０８条 市場第二部銘柄である上場株券等の

市場第一部銘柄への指定に係る次条に定める審

査は、次の各号に適合するものを対象として行

うものとする。この場合における当該各号の取

扱いは施行規則で定める。 

 （１）～（６） （略）  （１）～（６） （略） 

（７） 虚偽記載又は不適正意見等 

ａ 上場会社が、最近５年間に終了する各事

業年度若しくは各連結会計年度の財務諸表

等又は各事業年度における四半期会計期間

若しくは各連結会計年度における四半期連

結会計期間の四半期財務諸表等が記載又は

参照される有価証券報告書等に虚偽記載を

行っていないこと。 

（７） 虚偽記載又は不適正意見等 

ａ 上場会社が、最近５年間に終了する各事

業年度若しくは各連結会計年度の財務諸表

等又は各事業年度における中間会計期間若

しくは各連結会計年度における中間連結会

計期間の中間財務諸表等が記載又は参照さ

れる有価証券報告書等に虚偽記載を行って

いないこと。 

ｂ 上場会社の最近５年間に終了する各事業

年度及び各連結会計年度の財務諸表等に添

付される監査報告書並びに各事業年度にお

ける四半期会計期間及び各連結会計年度に

おける四半期連結会計期間の四半期財務諸

表等に添付される四半期レビュー報告書に

おいて、公認会計士又は監査法人の「無限

定適正意見」若しくは「除外事項を付した

限定付適正意見」又は「無限定の結論」若

しくは「除外事項を付した限定付結論」（特

ｂ 上場会社の最近５年間に終了する各事業

年度及び各連結会計年度の財務諸表等に添

付される監査報告書並びに各事業年度にお

ける中間会計期間及び各連結会計年度にお

ける中間連結会計期間の中間財務諸表等に

添付される中間監査報告書において、公認

会計士又は監査法人の「無限定適正意見」

若しくは「除外事項を付した限定付適正意

見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を

表示している旨の意見」若しくは「除外事
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定事業会社にあっては、「中間財務諸表等

が有用な情報を表示している旨の意見」及

び「除外事項を付した限定付意見」を含む。）

が記載されていること。ただし、施行規則

で定める場合は、この限りでない。 

項を付した限定付意見」が記載されている

こと。ただし、施行規則で定める場合は、

この限りでない。 

ｃ 次の（ａ）及び（ｂ）に該当するもので

ないこと。 

（ａ） 最近１年間に終了する事業年度に

係る内部統制報告書において、「評価結

果を表明できない」旨が記載されている

こと。 

（ｂ） 最近１年間に終了する事業年度に

係る内部統制報告書に添付される内部統

制監査報告書において、「意見の表明を

しない」旨が記載されていること。 

（新設） 

  

（上場市場の変更審査） 

第３１３条 第２０５条（第９号の２を除く。）、

第２０６条、第２０７条第１項及び第４項並び

に第３０８条第７号ｃの規定は、前条の場合に

ついて準用する。 

２～５ （略） 

（上場市場の変更審査） 

第３１３条 第２０５条、第２０６条並びに第２

０７条第１項及び第４項の規定は、前条の場合

について準用する。 

 

２～５ （略） 

  

（会社情報の開示） （会社情報の開示） 

第４０２条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（投資者の投資判断に及ぼす影響

が軽微なものとして施行規則で定める基準に該

当するものを除く。）は、直ちにその内容を開

示しなければならない。 

第４０２条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（投資者の投資判断に及ぼす影響

が軽微なものとして施行規則で定める基準に該

当するものを除く。）は、直ちにその内容を開

示しなければならない。 

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次のａからａｏまでに掲げる事項のいずれか

を行うことについての決定をした場合（当該

決定に係る事項を行わないことを決定した場

合を含む。） 

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次のａからａｏまでに掲げる事項のいずれか

を行うことについての決定をした場合（当該

決定に係る事項を行わないことを決定した場

合を含む。） 

ａ～ａｊ （略） ａ～ａｊ （略） 

ａｋ 有価証券報告書又は四半期報告書に記 ａｋ 有価証券報告書又は半期報告書に記載
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載される財務諸表等又は四半期財務諸表等

の監査証明等を行う公認会計士等の異動 

される財務諸表等又は中間財務諸表等の監

査証明等を行う公認会計士等の異動 

ａｌ 財務諸表等又は四半期財務諸表等に継

続企業の前提に関する事項を注記するこ

と。 

ａｌ 財務諸表等又は中間財務諸表等に継続

企業の前提に関する事項を注記すること。

ａｍ～ａｏ （略） ａｍ～ａｏ （略） 

（２） 次のａからｘまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合 

 ａ～ｐ （略） 

 ｑ 保有有価証券（当該上場会社の子会社等

の株式以外の国内の金融商品取引所に上場

している有価証券に限る。）の全部又は一

部について、事業年度又は四半期会計期間

の末日における時価額（当該日の金融商品

取引所における最終価格（当該最終価格が

ないときは、その日前における直近の金融

商品取引所における最終価格）により算出

した価額）が帳簿価額を下回ったこと（当

該上場会社が有価証券の評価方法として原

価法を採用している場合に限る。）。 

（２） 次のａからｘまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合 

 ａ～ｐ （略） 

 ｑ 保有有価証券（当該上場会社の子会社等

の株式以外の国内の金融商品取引所に上場

している有価証券に限る。）の全部又は一

部について、事業年度又は中間会計期間の

末日における時価額（当該日の金融商品取

引所における最終価格（当該最終価格がな

いときは、その日前における直近の金融商

品取引所における最終価格）により算出し

た価額）が帳簿価額を下回ったこと（当該

上場会社が有価証券の評価方法として原価

法を採用している場合に限る。）。 

  ｒ・ｓ （略） ｒ・ｓ （略） 

  ｔ 有価証券報告書又は四半期報告書に記載

される財務諸表等又は四半期財務諸表等の

監査証明等を行う公認会計士等の異動（業

務執行を決定する機関が、当該公認会計士

等の異動を行うことについての決定をした

場合（当該決定に係る事項を行わないこと

を決定した場合を含む。）において、前号

の規定に基づきその内容を開示した場合を

除く。） 

  ｔ 有価証券報告書又は半期報告書に記載さ

れる財務諸表等又は中間財務諸表等の監査

証明等を行う公認会計士等の異動（業務執

行を決定する機関が、当該公認会計士等の

異動を行うことについての決定をした場合

（当該決定に係る事項を行わないことを決

定した場合を含む。）において、前号の規

定に基づきその内容を開示した場合を除

く。） 

  ｕ ２人以上の公認会計士又は監査法人によ

る監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は四半期レビュー報告書（公認会計士又

は監査法人に相当する者による監査証明に

相当する証明に係る監査報告書又は四半期

レビュー報告書を含む。）を添付した有価

  ｕ ２人以上の公認会計士又は監査法人によ

る監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は中間監査報告書（公認会計士又は監査

法人に相当する者による監査証明に相当す

る証明に係る監査報告書又は中間監査報告

書を含む。）を添付した有価証券報告書又
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証券報告書又は四半期報告書を、内閣総理

大臣等に対して、法第２４条第１項又は法

第２４条の４の７第１項に定める期間内に

提出できる見込みのないこと及び当該期間

内に提出しなかったこと並びにこれらの開

示を行った後提出したこと。 

は半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、

法第２４条第１項又は法第２４条の５第１

項に定める期間内に提出できる見込みのな

いこと及び当該期間内に提出しなかったこ

と並びにこれらの開示を行った後提出した

こと。 

  ｖ 財務諸表等に添付される監査報告書又は

四半期財務諸表等に添付される四半期レビ

ュー報告書について、継続企業の前提に関

する事項を除外事項として公認会計士等の

「除外事項を付した限定付適正意見」若し

くは「除外事項を付した限定付結論」又は

公認会計士等の「不適正意見」若しくは「否

定的結論」若しくは「意見の表明をしない」

若しくは「結論の表明をしない」旨（特定

事業会社にあっては、継続企業の前提に関

する事項を除外事項として公認会計士等の

「除外事項を付した限定付意見」、「中間

財務諸表等が有用な情報を表示していない

意見」及び「意見の表明をしない」旨を含

む。）が記載されることとなったこと。 

  ｖ 財務諸表等に添付される監査報告書又は

中間財務諸表等に添付される中間監査報告

書について、継続企業の前提に関する事項

を除外事項として公認会計士等の「除外事

項を付した限定付適正意見」若しくは「除

外事項を付した限定付意見」又は公認会計

士等の「不適正意見」若しくは「中間財務

諸表等が有用な情報を表示していない意

見」若しくは「意見の表明をしない」旨が

記載されることとなったこと。 

  ｖの２ 内部統制報告書に添付される内部統

制監査報告書について、「不適正意見」又

は「意見の表明をしない」旨が記載される

こととなったこと。 

  （新設） 

  ｗ・ｘ （略）   ｗ・ｘ （略） 

  

（決算短信等） 

第４０４条 上場会社は、事業年度若しくは四半

期累計期間又は連結会計年度若しくは四半期連

結累計期間に係る決算の内容が定まった場合

は、直ちにその内容を開示しなければならない。

（決算短信等） 

第４０４条 上場会社は、事業年度若しくは中間

会計期間又は連結会計年度若しくは中間連結会

計期間に係る決算（マザーズの上場外国会社（監

査証明府令第１条の３に規定する者に限る。）

にあっては、事業年度又は連結会計年度に係る

決算に限る。）の内容が定まった場合は、直ち

にその内容を開示しなければならない。 

（削る） ２ 本則市場の上場会社は、第１四半期及び第３
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四半期における四半期財務・業績の概況が定ま

った場合は、直ちに当該四半期財務・業績の概

況の開示をしなければならない。この場合にお

ける四半期財務・業績の概況の開示は施行規則

で定めるところによる。 

（削る） ３ マザーズの上場会社は、第１四半期及び第３

四半期（上場外国会社（監査証明府令第１条の

３に規定する者に限る。）である場合には、第

１四半期、第２四半期及び第３四半期）におけ

る四半期財務・業績の概況が定まった場合は、

直ちに当該四半期財務・業績の概況の開示をし

なければならない。この場合における四半期財

務・業績の概況の開示は施行規則で定めるとこ

ろによる。 

  

（非上場親会社等の情報の開示） 

第４０６条 上場会社が親会社等（親会社等が会

社である場合に限るものとし、親会社等が複数

ある場合にあっては、上場会社に与える影響が

最も大きいと認められる会社をいい、その影響

が同等であると認められる場合にあっては、い

ずれか一つの会社をいうものとする。以下この

条において同じ。）を有している場合において、

上場会社は、その親会社等が次の各号のいずれ

かに該当するとき（第１号に掲げる事項及び第

２号に掲げる事実にあっては、投資者の投資判

断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で

定める基準に該当するものを除く。）は、直ち

にその内容を開示しなければならない。 

（非上場親会社等の情報の開示） 

第４０６条 上場会社が親会社等（親会社等が会

社である場合に限るものとし、親会社等が複数

ある場合にあっては、上場会社に与える影響が

最も大きいと認められる会社をいい、その影響

が同等であると認められる場合にあっては、い

ずれか一つの会社をいうものとする。以下この

条において同じ。）を有している場合において、

上場会社は、その親会社等が次の各号のいずれ

かに該当するとき（第１号に掲げる事項及び第

２号に掲げる事実にあっては、投資者の投資判

断に及ぼす影響が軽微なものとして施行規則で

定める基準に該当するものを除く。）は、直ち

にその内容を開示しなければならない。 

 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 

 （３） 上場会社の親会社等の事業年度若しく

は中間会計期間（当該親会社等が四半期財務

諸表提出会社である場合には、四半期累計期

間）又は連結会計年度若しくは中間連結会計

期間（当該親会社等が四半期連結財務諸表提

出会社である場合には、四半期連結累計期間）

（３） 上場会社の親会社等の事業年度若しく

は中間会計期間又は連結会計年度若しくは中

間連結会計期間に係る決算の内容が定まった

場合 
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に係る決算の内容が定まった場合 

２ （略） ２ （略） 

  

（開示内容の変更又は訂正） 

第４１６条 （略） 

（開示内容の変更又は訂正） 

第４１６条 （略） 

２ 前項の規定は、上場会社が第４０２条から第

４１１条まで又は前条第２項に基づき開示した

内容と有価証券報告書、四半期報告書、有価証

券届出書又は臨時報告書（これらの訂正報告書

又は訂正届出書を含む。）における当該開示に

係る内容に差異が生じた場合について準用す

る。 

２ 前項の規定は、上場会社が第４０２条から第

４１１条まで又は前条第２項に基づき開示した

内容と有価証券報告書、半期報告書、有価証券

届出書又は臨時報告書（これらの訂正報告書又

は訂正届出書を含む。）における当該開示に係

る内容に差異が生じた場合について準用する。

３ （略） ３ （略） 

  

（企業グループの構造に係るリスク情報に関する

報告書） 

（企業グループの構造に係るリスク情報に関する

報告書） 

第４２０条 （略） 第４１９条の２ （略） 

  

（書類の提出等） 

第４２１条 （略） 

（書類の提出等） 

第４２０条 （略） 

  

 

（削る） 

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書） 

第４２１条 上場会社は、有価証券報告書又は半

期報告書を内閣総理大臣等に提出した場合に

は、当該上場会社の代表者がその提出時点にお

いて当該有価証券報告書又は半期報告書に不実

の記載がないと認識している旨及びその理由を

施行規則で定めるところにより記載した書面

（当該有価証券報告書又は半期報告書に、開示

府令第１７条第１項第１号ヘ（同項第２号イに

よる場合を含む。）又は同第１８条第２項若し

くは第３項第３号に規定する書面を添付してい

る場合にあっては、当該書面の写し）を遅滞な

く当取引所に提出するものとする。この場合に

おいて、当該上場会社は、当該書面を当取引所

が公衆の縦覧に供することに同意するものとす
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る。 

  

（単元株式数の変更等）  

第４２７条の２ 上場内国株券の発行者は、単元

株式数の変更又は単元株式数の定めの新設につ

いて取締役会決議（委員会設置会社については、

執行役の決定を含む。）を行う場合には、単元

株式数を１００株とするものとする。 

（新設） 

  

（公認会計士等） 

第４４０条 上場内国株券の発行者は、当該発行

者の会計監査人を、有価証券報告書又は四半期

報告書に記載される財務諸表等又は四半期財務

諸表等の監査証明等を行う公認会計士等として

選任するよう努めるものとする。 

（公認会計士等） 

第４４０条 上場内国株券の発行者は、当該発行

者の会計監査人を、有価証券報告書又は半期報

告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表

等の監査証明等を行う公認会計士等として選任

するよう努めるものとする。 

  

（書類の提出等に係る改善報告書の提出） （書類の提出等に係る改善報告書の提出） 

第５０４条 当取引所は、上場会社が第４２１条

の規定に基づく書類の提出等を適正に行わなか

った場合において、改善の必要性が高いと認め

るときは、当該上場会社に対して、改善報告書

の提出を求めることができる。 

第５０４条 当取引所は、上場会社が第４２０条

又は第４２１条の規定に基づく書類の提出等を

適正に行わなかった場合において、改善の必要

性が高いと認めるときは、当該上場会社に対し

て、改善報告書の提出を求めることができる。

２ （略） ２ （略） 

  

（上場内国会社の上場廃止基準） 

第６０１条 本則市場の上場内国株券等が次の各

号のいずれかに該当する場合には、その上場を

廃止するものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

（上場内国会社の上場廃止基準） 

第６０１条 本則市場の上場内国株券等が次の各

号のいずれかに該当する場合には、その上場を

廃止するものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

 （１）～（９） （略） （１）～（９） （略） 

 （１０） 有価証券報告書又は四半期報告書の

提出遅延 

２人以上の公認会計士又は監査法人による

監査証明府令第３条第１項の監査報告書又は

四半期レビュー報告書（公認会計士又は監査

法人に相当する者による監査証明に相当する

（１０） 有価証券報告書又は半期報告書の提

出遅延 

２人以上の公認会計士又は監査法人による

監査証明府令第３条第１項の監査報告書又は

中間監査報告書（公認会計士又は監査法人に

相当する者による監査証明に相当する証明に
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証明に係る監査報告書又は四半期レビュー報

告書を含む。）を添付した有価証券報告書又

は四半期報告書を、法第２４条第１項又は法

第２４条の４の７第１項に定める期間の経過

後１か月以内（天災地変等、上場会社の責め

に帰すべからざる事由によるものである場合

は、３か月以内）に、内閣総理大臣等に提出

しなかった場合 

係る監査報告書又は中間監査報告書を含む。）

を添付した有価証券報告書又は半期報告書

を、法第２４条第１項又は第２４条の５第１

項に定める期間の経過後１か月以内（天災地

変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由

によるものである場合は、３か月以内）に、

内閣総理大臣等に提出しなかった場合 

 （１１） 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合 

ａ （略） 

  ｂ 上場会社の財務諸表等に添付される監査

報告書又は四半期財務諸表等に添付される

四半期レビュー報告書において、公認会計

士等によって、監査報告書については「不

適正意見」又は「意見の表明をしない」旨

（天災地変等、上場会社の責めに帰すべか

らざる事由によるものである場合を除く。

以下このｂにおいて同じ。）が、四半期レ

ビュー報告書については「否定的結論」又

は「結論の表明をしない」旨（特定事業会

社の場合にあっては、「中間財務諸表等が

有用な情報を表示していない意見」又は「意

見の表明をしない」旨を含む。）が記載さ

れ、かつ、その影響が重大であると当取引

所が認める場合 

 （１２）～（１８） （略） 

（１１） 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合 

ａ （略） 

  ｂ 上場会社の財務諸表等に添付される監査

報告書又は中間財務諸表等に添付される中

間監査報告書において、公認会計士等によ

って、監査報告書については「不適正意見」

又は「意見の表明をしない」旨（天災地変

等、上場会社の責めに帰すべからざる事由

によるものである場合を除く。以下このｂ

において同じ。）が、中間監査報告書につ

いては「中間財務諸表等が有用な情報を表

示していない意見」又は「意見の表明をし

ない」旨が記載され、かつ、その影響が重

大であると当取引所が認める場合 

 

 

 

（１２）～（１８） （略） 

  

（当取引所への協力義務） 

第６０６条 上場会社は、当取引所が当該上場会

社の発行する上場株券等の上場廃止に係る該当

性の判断に必要と認めて、財務諸表等又は四半

期財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等

（当該公認会計士等であった者を含む。次項に

おいて同じ。）に対して事情説明等を求める場

合には、これに協力するものとする。 

（当取引所への協力義務） 

第６０６条 上場会社は、当取引所が当該上場会

社の発行する上場株券等の上場廃止に係る該当

性の判断に必要と認めて、財務諸表等又は中間

財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等

（当該公認会計士等であった者を含む。次項に

おいて同じ。）に対して事情説明等を求める場

合には、これに協力するものとする。 
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２ （略） ２ （略） 

  

（会社情報の開示） 

第８０６条 （略） 

２ 発行者が取得できる旨の定めがある上場優先

株等の発行者は、第４０４条の規定に基づき決

算の内容を開示する場合には、当該取得につい

ての方針について、併せてその内容を開示しな

ければならない。 

（会社情報の開示） 

第８０６条 （略） 

２ 発行者が取得できる旨の定めがある上場優先

株等の発行者は、第４０４条第１項の規定に基

づき決算の内容を開示する場合には、当該取得

についての方針について、併せてその内容を開

示しなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 上場子会社連動配当株の発行者は、次の各号

のいずれかに該当する場合（第１号に規定する

事項及び第２号に規定する事実にあっては、当

該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものとして施行規則で定める基準に

該当する場合を除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 

４ 上場子会社連動配当株の発行者は、次の各号

のいずれかに該当する場合（第１号に規定する

事項及び第２号に規定する事実にあっては、当

該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものとして施行規則で定める基準に

該当する場合を除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 

（１）・（２） （略） 

（３） 対象子会社の事業年度若しくは中間会

計期間（当該対象子会社が四半期財務諸表提

出会社である場合には、四半期累計期間）又

は連結会計年度若しくは中間連結会計期間

（当該対象子会社が四半期連結財務諸表提出

会社である場合には、四半期連結累計期間）

に係る決算の内容が定まった場合 

（４）・（５） （略） 

（１）・（２） （略） 

（３） 対象子会社の事業年度若しくは中間会

計期間又は連結会計年度若しくは中間連結会

計期間に係る決算の内容が定まった場合 

 

 

 

 
（４）・（５） （略） 

５ 上場子会社連動配当株の発行者は、施行規則

で定めるところにより第１四半期及び第３四半

期における対象子会社の四半期財務・業績の概

況を開示するものとし、当該開示は当該対象子

会社の四半期財務・業績の概況が定まったとき

に直ちに行わなければならない。ただし、当該

対象子会社が四半期財務諸表提出会社又は四半

期連結財務諸表提出会社である場合は、この限

りでない。 

５ 上場子会社連動配当株の発行者は、施行規則

で定めるところにより第１四半期及び第３四半

期における対象子会社の四半期財務・業績の概

況を開示するものとし、当該開示は当該対象子

会社の四半期財務・業績の概況が定まったとき

に直ちに行わなければならない。 

６～８ （略） ６～８ （略） 
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（書類の提出等） （書類の提出等） 

第９０９条 （略） 

２ 上場債券の発行者（上場会社を除く。）は、

前項のほか、上場債券の特性を勘案し、第４２

１条第１項の規定に準じて当取引所に対する書

類の提出等を行うとともに、当取引所が正当な

理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出する

ものとする。 

第９０９条 （略） 

２ 上場債券の発行者（上場会社を除く。）は、

前項のほか、上場債券の特性を勘案し、第４２

０条第１項の規定に準じて当取引所に対する書

類の提出等を行うとともに、当取引所が正当な

理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出する

ものとする。 

３ （略） ３ （略） 

  

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書） （有価証券報告書等の適正性に関する確認書） 

第９１０条 上場債券（法第３条に定める有価証

券を除く。）の発行者（上場会社を除く。）は、

有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書

を内閣総理大臣等に提出した場合には、当該発

行者の代表者又はそれに準ずると認められる者

がその提出時点において当該有価証券報告書、

半期報告書又は四半期報告書に不実の記載がな

いことと認識している旨及びその理由を施行規

則で定めるところにより記載した書面（法第２

４条の４の２第２項（法第２４条の４の８第１

項又は法第２４条の５の２第１項による場合を

含む。）の規定により、同項に定める確認書を

提出している場合にあっては、当該確認書の写

し）を遅滞なく当取引所に提出するものとする。

この場合において、当該上場債券の発行者は、

当該書面を当取引所が公衆の縦覧に供すること

に同意するものとする。 

第９１０条 上場債券（法第３条に定める有価証

券を除く。）の発行者（上場会社を除く。）は、

有価証券報告書又は半期報告書を内閣総理大臣

等に提出した場合には、当該発行者の代表者又

はそれに準ずると認められる者がその提出時点

において当該有価証券報告書又は半期報告書に

不実の記載がないことと認識している旨及びそ

の理由を施行規則で定めるところにより記載し

た書面（当該有価証券報告書又は半期報告書に、

開示府令第１７条第１項第１号ヘ（同項第２号

イによる場合を含む。）又は同第１８条第２項

若しくは第３項第３号に規定する書面を添付し

ている場合にあっては、当該書面の写し）を遅

滞なく当取引所に提出するものとする。この場

合において、当該上場債券の発行者は、当該書

面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意

するものとする。 

  

（上場廃止基準） 

第９１２条 上場債券の発行者が次の各号のいず

れかに該当する場合は、当該発行者の発行する

債券全銘柄の上場を廃止する。この場合におけ

る当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（上場廃止基準） 

第９１２条 上場債券の発行者が次の各号のいず

れかに該当する場合は、当該発行者の発行する

債券全銘柄の上場を廃止する。この場合におけ

る当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

 （１） （略）  （１） （略） 
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 （２） 次のａからｄまでに掲げる債券の区分

に従い、当該ａからｄまでに定める場合 

 （２） 次のａからｄまでに掲げる債券の区分

に従い、当該ａからｄまでに定める場合 

  ａ 外国社債券以外の社債券 

    次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる場合の区

分に従い、当該（ａ）及び（ｂ）に定める

場合 

   （ａ） （略） 

   （ｂ） 上場社債券の発行者が上場会社で

なく、かつ、特別の法律により設立され

た会社である場合 

     次のイからハまでに定める場合に該当

した状態となったと当取引所が認めたと

き 

    イ 第６０１条第６号から第９号まで

（同条第７号にあっては、同号後段の

規定の適用を受ける場合を除く。）又

は第１１号ａのいずれかに該当した場

合 

    ロ ２人以上の公認会計士又は監査法人

による監査証明府令第３条第１項の監

査報告書又は中間監査報告書（公認会

計士又は監査法人に相当する者による

監査証明に相当する証明に係る監査報

告書又は中間監査報告書を含む。）を

添付した有価証券報告書又は半期報告

書を、法第２４条第１項又は第２４条

の５第１項に定める期間の経過後１か

月以内（天災地変等、上場会社の責め

に帰すべからざる事由によるものであ

る場合は、３か月以内）に、内閣総理

大臣等に提出しなかった場合（当該発

行者が四半期財務諸表提出会社又は四

半期連結財務諸表提出会社であるとき

は、第６０１条第１０号に規定する場

合） 

  ａ 外国社債券以外の社債券 

    次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる場合の区

分に従い、当該（ａ）及び（ｂ）に定める

場合 

   （ａ） （略） 

   （ｂ） 上場社債券の発行者が上場会社で

なく、かつ、特別の法律により設立され

た会社である場合 

     第６０１条第６号から第１１号まで

（同条第７号にあっては、同号後段の規

定の適用を受ける場合を除く。）のいず

れかに該当した状態となったと当取引所

が認めた場合 

    ハ 発行者の財務諸表等に添付される監  
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査報告書又は中間財務諸表等に添付さ

れる中間監査報告書において、公認会

計士等によって、監査報告書について

は「不適正意見」又は「意見の表明を

しない」旨（天災地変等、上場会社の

責めに帰すべからざる事由によるもの

である場合を除く。以下このｂにおい

て同じ。）が、中間監査報告書につい

ては「中間財務諸表等が有用な情報を

表示していない意見」又は「意見の表

明をしない」旨が記載され、かつ、そ

の影響が重大であると当取引所が認め

る場合（当該発行者が四半期財務諸表

提出会社又は四半期連結財務諸表提出

会社であるときは、第６０１条第１１

号ｂに規定する場合） 

  ｂ 保証付外国社債券以外の外国社債券 

    次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる場合

の区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）まで

に定める場合 

ｂ 保証付外国社債券以外の外国社債券 

    次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる場合

の区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）まで

に定める場合 

   （ａ）・（ｂ） （略）    （ａ）・（ｂ） （略） 

   （ｃ） 上場社債券の発行者が上場会社で

ない場合 

（ｃ） 上場社債券の発行者が上場会社で

ない場合 

     第６０１条第６号から第９号まで（同

条第７号にあっては、同号後段の規定の

適用を受ける場合を除く。）、同条第１

１号ａ、同条第１９号、第６０２条第２

項第１号本文（第６０４条第２項第３号

による場合を含む。）又は前ａの（ｂ）

のロ若しくはハのいずれかに該当した状

態となったと当取引所が認めた場合。た

だし、第６０２条第２項第１号本文（第

６０４条第２項第３号による場合を含

む。）に該当した状態となったと当取引

所が認めた場合で、施行規則で定めると

ころにより上場の継続を必要と認めると

第６０１条第６号から第１２号まで

（同条第７号にあっては、同号後段の規

定の適用を受ける場合を除く。）若しく

は第１９号又は第６０２条第２項第１号

本文（第６０４条第２項第３号による場

合を含む。）のいずれかに該当した状態

となったと当取引所が認めた場合。ただ

し、第６０２条第２項第１号本文（第６

０４条第２項第３号による場合を含む。）

に該当した状態となったと当取引所が認

めた場合で、施行規則で定めるところに

より上場の継続を必要と認めるときを除

く。 
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きを除く。  

  ｃ （略）   ｃ （略） 

  ｄ 社債券以外の債券（国債証券を除く。）

    次の（ａ）又は（ｂ）に該当する場合 

   （ａ） 第６０１条第１１号ａ又は前ａの

（ｂ）のロ若しくはハに該当する場合 

  ｄ 社債券以外の債券（国債証券を除く。）

    次の（ａ）又は（ｂ）に該当する場合 

   （ａ） 第６０１条第１０号又は第１１号

に該当する場合 

   （ｂ） （略）    （ｂ） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（書類の提出等） 

第９３２条 （略） 

２ 上場交換社債券の発行者（上場会社を除く。）

は、前項のほか、上場交換社債券の特性を勘案

し、 第４２１条第１項の規定に準じて当取引所

に対する書類の提出等を行うとともに、当取引

所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞な

く提出するものとする。 

（書類の提出等） 

第９３２条 （略） 

２ 上場交換社債券の発行者（上場会社を除く。）

は、前項のほか、上場交換社債券の特性を勘案

し、 第４２０条第１項の規定に準じて当取引所

に対する書類の提出等を行うとともに、当取引

所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞な

く提出するものとする。 

３ （略） ３ （略） 

  

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書） 

第９３３条 上場交換社債券の発行者（上場会社

を除く。）は、有価証券報告書、半期報告書又

は四半期報告書を内閣総理大臣等に提出した場

合には、当該発行者の代表者がその提出時点に

おいて当該有価証券報告書、半期報告書又は四

半期報告書に不実の記載がないと認識している

旨及びその理由を施行規則で定めるところによ

り記載した書面（法第２４条の４の２第２項（法

第２４条の４の８第１項又は法第２４条の５の

２第１項による場合を含む。）の規定により、

同項に定める確認書を提出している場合にあっ

ては、当該確認書の写し）を遅滞なく当取引所

に提出するものとする。この場合において、当

該上場交換社債券の発行者は、当該書面を当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書） 

第９３３条 上場交換社債券の発行者（上場会社

を除く。）は、有価証券報告書又は半期報告書

を内閣総理大臣等に提出した場合には、当該発

行者の代表者がその提出時点において当該有価

証券報告書又は半期報告書に不実の記載がない

と認識している旨及びその理由を施行規則で定

めるところにより記載した書面（当該有価証券

報告書又は半期報告書に、開示府令第１７条第

１項第１号へ（同項第２号イによる場合を含

む。）又は同第１８条第２項若しくは第３項第

３号に規定する書面を添付している場合にあっ

ては、当該書面の写し）を遅滞なく当取引所に

提出するものとする。この場合において、当該

上場交換社債券の発行者は、当該書面を当取引

所が公衆の縦覧に供することに同意するものと

する。 
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（上場廃止基準） 

第９３６条 上場交換社債券の発行者が次の各号

に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める

場合のいずれかに該当するときは、当該発行者

が発行する交換社債券全銘柄の上場を廃止す

る。この場合における当該各号の取扱いは施行

規則で定める。 

（上場廃止基準） 

第９３６条 上場交換社債券の発行者が次の各号

に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める

場合のいずれかに該当するときは、当該発行者

が発行する交換社債券全銘柄の上場を廃止す

る。この場合における当該各号の取扱いは施行

規則で定める。 

 （１） （略） （１） （略） 

 （２） 上場会社でない場合 

   次のａ又はｂに掲げる場合 

（２） 上場会社でない場合 

次のａ又はｂに掲げる場合 

  ａ （略）   ａ （略） 

  ｂ 第６０１条第１１号ａ又は第９１２条第

１項第２号ａの（ｂ）のロ若しくはハのい

ずれかに該当する場合又は事業活動の停

止、解散若しくはこれらと同等の状態であ

ると当取引所が認める場合 

  ｂ 第６０１条第１０号若しくは第１１号の

いずれかに該当する場合又は事業活動の停

止、解散若しくはこれらと同等の状態であ

ると当取引所が認める場合 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（上場管理等） （上場管理等） 

第１３０４条 当取引所は、東証グループが次の

各号に掲げる行為を行った場合には、遅滞なく

金融庁長官にその内容を報告するものとする。

第１３０４条 当取引所は、東証グループが次の

各号に掲げる行為を行った場合には、遅滞なく

金融庁長官にその内容を報告するものとする。

 （１） （略） 

 （２） 第４１８条の規定による当取引所への

書類の提出 

（１） （略） 

 （２） 第４１８条又は第４２１条の規定によ

る当取引所への書類の提出 

  

 
付  則 

１ この改正規定は、平成２０年４月１日から施

行する。 

２ 改正後の第２０４条第６項及び第７項、第２

０５条第７号 a 及びｃ、第２１１条第６項及び

第７項、第２１２条第６号ｂ及びｃ、第３０８

条第７号ａ及びｂ、第４０２条第１号 aｋ及び a

ｌ、同条第２号ｑ、ｔ、ｕ及びｖ、第４０４条、
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第４０６条第１項第３号、第４１６条第２項、

第６０１条第１０号及び第１１号、第８０６条

第４項第３号、同条第５項、第９１０条、第９

１２条第１項第２号、第９３３条並びに第９３

６条第１項の規定は、この改正規定施行の日（以

下「施行日」という。）以後に開始する事業年

度から適用し、施行日より前に開始する事業年

度に係るものについては、なお従前の例による。

３ 改正後の第２０５条第７号ｄ、第２０６条第

３項第３号ｄ、第２１２条第６号ｄ、第３０８

条第７号ｃ及び第４０２条第２号ｖの２の規定

は、施行日以後に開始する事業年度から適用す

る。 

４ 施行日より前に開始する事業年度に係る有価

証券報告書等については、改正前の第４２１条

の規定は、なおその効力を有する。 

５ 改正後の第２０５条第９号の２（第２０９条

第１号、第２１０条第１項、第２１２条第７号

及び第２１６条第１号による場合を含む。）の

規定は、施行日以後に新規上場申請を行う者か

ら適用する。 

６ 施行日から起算して１年以内に開始する事業

年度における四半期報告書に関する改正後の第

４０２条第２号ｕの規定の適用については、同

ｕ中「法第２４条の４の７第１項に定める期間

内」及び「当該期間内」とあるのは「法第２４

条の４の７第１項に定める期間の最終日の翌日

から起算して１５日を経過する日まで」とする。

７ 施行日から起算して１年以内に開始する事業

年度における四半期報告書に関する改正後の第

６０１条第１０号（第６０２条第１項第１号、

同条第２項第３号、第６０３条第６号、第６０

４条第１項第２号、同条第２項第１号、第９１

２条第１項第２号ａの（ｂ）ロ、同号ｂ（ｃ）、

同号ｄ（ａ）及び第９３６条第１項第２号ｂに

よる場合を含む。）の規定の適用については、
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同号中「１か月以内」とあるのは「４５日以内」

と、「３か月以内」とあるのは「１０５日以内」

とする。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 この施行規則において「１単位」、「親

会社」、「親会社等」、「外国」、「外国会社」、

「外国株券」、「外国株券等」、「外国株券等

実質株主」、「外国株信託受益証券」、「外国

株預託証券」、「外国株預託証券等」、「外国

金融商品取引所等」、「外国持株会社」、「開

示府令」、「会社」、「株券等」、「株式事務

代行機関」、「関係会社」、「監査証明」、「監

査証明に相当する証明」、「監査証明府令」、

「幹事取引参加者」、「関連会社」、「企業グ

ループ」、「企業集団」、「基準日等」、「協

同組織金融機関」、「金融商品取引業者」、「交

換社債券」、「公認会計士」、「公認会計士等」、

「公募」、「子会社」、「子会社連動配当株」、

「債券」、「財務諸表等」、「財務書類」、「自

己株式」、「指定保管振替機関」、「四半期財

務諸表等」、「上場外国会社」、「上場外国株

券」、「上場外国株券等」、「上場外国株信託

受益証券」、「上場外国株預託証券等」、「上

場会社」、「上場株券等」、「上場交換社債券」、

「上場債券」、「上場市場変更申請者」、「上

場転換社債型新株予約権付社債券」、「上場内

国会社」、「上場内国株券」、「上場内国株券

等」、「上場有価証券」、「上場優先株等」、

「上場優先出資証券」、「新株予約権証券」、

「新規上場」、「新規上場申請者」、「人的分

割」、「数量制限付分売」、「施行令」、「立

会外分売」、「単元株式数」、「中間財務諸表

等」、「重複上場」、「直前事業年度の末日等」、

「テクニカル上場規定」、「転換」、「転換社

債型新株予約権付社債券」、「特定事業会社」、

「内閣総理大臣等」、「内国会社」、「内国株

第２条 この施行規則において「１単位」、「親

会社」、「親会社等」、「外国」、「外国会社」、

「外国株券」、「外国株券等」、「外国株券等

実質株主」、「外国株信託受益証券」、「外国

株預託証券」、「外国株預託証券等」、「外国

金融商品取引所等」、「外国持株会社」、「開

示府令」、「会社」、「株券等」、「株式事務

代行機関」、「関係会社」、「監査証明」、「監

査証明に相当する証明」、「監査証明府令」、

「幹事取引参加者」、「関連会社」、「企業グ

ループ」、「企業集団」、「基準日等」、「協

同組織金融機関」、「金融商品取引業者」、「交

換社債券」、「公認会計士」、「公認会計士等」、

「公募」、「子会社」、「子会社連動配当株」、

「債券」、「財務諸表等」、「財務書類」、「自

己株式」、「指定保管振替機関」、「上場外国

会社」、「上場外国株券」、「上場外国株券等」、

「上場外国株信託受益証券」、「上場外国株預

託証券等」、「上場会社」、「上場株券等」、

「上場交換社債券」、「上場債券」、「上場市

場変更申請者」、「上場転換社債型新株予約権

付社債券」、「上場内国会社」、「上場内国株

券」、「上場内国株券等」、「上場有価証券」、

「上場優先株等」、「上場優先出資証券」、「新

株予約権証券」、「新規上場」、「新規上場申

請者」、「人的分割」、「数量制限付分売」、

「施行令」、「立会外分売」、「単元株式数」、

「中間財務諸表等」、「重複上場」、「直前事

業年度の末日等」、「テクニカル上場規定」、

「転換」、「転換社債型新株予約権付社債券」、

「内閣総理大臣等」、「内国会社」、「内国株

券」、「内国株券等」、「買収防衛策」、「発
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券」、「内国株券等」、「買収防衛策」、「発

行者」、「法」、「募集株式」、「保振法」、

「本国」、「本国等」、「有価証券」、「有価

証券報告書等」、「優先株等」、「優先出資」、

「優先出資証券」、「優先出資法」、「預託機

関等」、「預託契約等」及び「流通株式」とは、

それぞれ規程第２条に規定する１単位、親会社、

親会社等、外国、外国会社、外国株券、外国株

券等、外国株券等実質株主、外国株信託受益証

券、外国株預託証券、外国株預託証券等、外国

金融商品取引所等、外国持株会社、開示府令、

会社、株券等、株式事務代行機関、関係会社、

監査証明、監査証明に相当する証明、監査証明

府令、幹事取引参加者、関連会社、企業グルー

プ、企業集団、基準日等、協同組織金融機関、

金融商品取引業者、交換社債券、公認会計士、

公認会計士等、公募、子会社、子会社連動配当

株、債券、財務諸表等、財務書類、自己株式、

指定保管振替機関、四半期財務諸表等、上場外

国会社、上場外国株券、上場外国株券等、上場

外国株信託受益証券、上場外国株預託証券等、

上場会社、上場株券等、上場交換社債券、上場

債券、上場市場変更申請者、上場転換社債型新

株予約権付社債券、上場内国会社、上場内国株

券、上場内国株券等、上場有価証券、上場優先

株等、上場優先出資証券、新株予約権証券、新

規上場、新規上場申請者、人的分割、数量制限

付分売、施行令、立会外分売、単元株式数、中

間財務諸表等、重複上場、直前事業年度の末日

等、テクニカル上場規定、転換、転換社債型新

株予約権付社債券、特定事業会社、内閣総理大

臣等、内国会社、内国株券、内国株券等、買収

防衛策、発行者、法、募集株式、保振法、本国、

本国等、有価証券、有価証券報告書等、優先株

等、優先出資、優先出資証券、優先出資法、預

託機関等、預託契約等及び流通株式をいう。 

行者」、「法」、「募集株式」、「保振法」、

「本国」、「本国等」、「有価証券」、「有価

証券報告書等」、「優先株等」、「優先出資」、

「優先出資証券」、「優先出資法」、「預託機

関等」、「預託契約等」及び「流通株式」とは、

それぞれ規程第２条に規定する１単位、親会社、

親会社等、外国、外国会社、外国株券、外国株

券等、外国株券等実質株主、外国株信託受益証

券、外国株預託証券、外国株預託証券等、外国

金融商品取引所等、外国持株会社、開示府令、

会社、株券等、株式事務代行機関、関係会社、

監査証明、監査証明に相当する証明、監査証明

府令、幹事取引参加者、関連会社、企業グルー

プ、企業集団、基準日等、協同組織金融機関、

金融商品取引業者、交換社債券、公認会計士、

公認会計士等、公募、子会社、子会社連動配当

株、債券、財務諸表等、財務書類、自己株式、

指定保管振替機関、上場外国会社、上場外国株

券、上場外国株券等、上場外国株信託受益証券、

上場外国株預託証券等、上場会社、上場株券等、

上場交換社債券、上場債券、上場市場変更申請

者、上場転換社債型新株予約権付社債券、上場

内国会社、上場内国株券、上場内国株券等、上

場有価証券、上場優先株等、上場優先出資証券、

新株予約権証券、新規上場、新規上場申請者、

人的分割、数量制限付分売、施行令、立会外分

売、単元株式数、中間財務諸表等、重複上場、

直前事業年度の末日等、テクニカル上場規定、

転換、転換社債型新株予約権付社債券、内閣総

理大臣等、内国会社、内国株券、内国株券等、

買収防衛策、発行者、法、募集株式、保振法、

本国、本国等、有価証券、有価証券報告書等、

優先株等、優先出資、優先出資証券、優先出資

法、預託機関等、預託契約等及び流通株式をい

う。 
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２ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）～（１４） （略） 

 （１４）の２ 四半期レビュー 規程第２０４

条第６項に規定する四半期レビューをいう。

２ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）～（１４） （略） 

 （新設）  

 （１４）の３ 四半期レビュー概要書 規程第

２０４条第７項に規定する四半期レビュー概

要書をいう。 

 （新設） 

 （１４）の４ 四半期レビュー報告書 規程第

２０４条第６項に規定する四半期レビュー報

告書をいう。 

 （新設） 

（１５）～（３５） （略） （１５）～（３５） （略） 

３ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

３ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 （１）～（１３） （略） （１）～（１３） （略） 

 （削る）   （１４） 四半期財務諸表等 四半期貸借対照

表及び四半期損益計算書並びに四半期連結貸

借対照表及び四半期連結損益計算書（連結財

務諸表を作成すべき会社でない会社（外国会

社を除く。）にあっては、四半期貸借対照表

及び四半期損益計算書とし、外国会社にあっ

ては、四半期に係る財務書類とする。）をい

う。 

 （１４） （略） 

 （１５） （略） 

 （１６） （略） 

 （１７） （略） 

 （１８） （略） 

 （１９） （略） 

 （２０） （略）  

（１５） （略） 

 （１６） （略） 

 （１７） （略） 

 （１８） （略） 

 （１９） （略） 

 （２０） （略） 

 （２１） （略） 

 （２１） 複数の子会社の結合財務情報に関す

る書類 複数の子会社の連結損益計算書若し

くは損益計算書又は四半期連結損益計算書若

しくは四半期損益計算書を結合した損益計算

書をいい、新規上場申請者が上場申請日の属

する事業年度の初日以後持株会社になった場

 （２２） 複数の子会社の結合財務情報に関す

る書類 複数の子会社の連結損益計算書若し

くは損益計算書又は中間連結損益計算書若し

くは中間損益計算書を結合した損益計算書を

いい、新規上場申請者が上場申請日の属する

事業年度の初日以後持株会社になった場合に
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合には、当該複数の子会社の連結貸借対照表

又は貸借対照表を結合した貸借対照表を含

む。 

は、当該複数の子会社の連結貸借対照表又は

貸借対照表を結合した貸借対照表を含む。 

 （２２） （略） 

（２３） （略） 

 （２４） （略） 

 （２５） （略） 

（２６） （略） 

 （２７） （略） 

 （２３） （略） 

 （２４） （略） 

 （２５） （略） 

（２６） （略） 

 （２７） （略） 

（２８） （略） 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第２０４条 新規上場申請者が内国会社である場

合の規程第２０４条第２項に規定する施行規則

で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

 （１）～（９） （略） 

（有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第２０４条 新規上場申請者が内国会社である場

合の規程第２０４条第２項に規定する施行規則

で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

 （１）～（９） （略） 

 （９）の２ 新規上場申請に係る内国株券（国

内の他の金融商品取引所に上場されている内

国株券又は日本証券業協会が指定するグリー

ンシート銘柄を除く。）について、上場時に

おける単元株式数が１００株であることが見

込まれない場合は、新規上場申請者が、上場

後において、規程第４２７条の２に規定する

単元株式数の変更又は単元株式数の定めの新

設を行う旨を確約した書面 

（新設） 

 （１０） 最近１年間に終了する事業年度の各

四半期会計期間に係る「新規上場申請のため

の四半期報告書」 各２部 

   この場合において、当該「新規上場申請の

ための四半期報告書」は、開示府令第１７条

の６第１項第１号に規定する「第４号の３様

式」に準じて作成するものとし、規程第２０

４条第６項及び第７項の規定に準じて四半期

レビュー報告書及び四半期レビュー概要書を

添付するものとする。ただし、新規上場申請

者が持株会社であって、持株会社になった後、

新規上場申請日の直前事業年度の末日までに

（１０） 最近１年間に終了する事業年度の中

間会計期間に係る「新規上場申請のための半

期報告書」 ２部 

  この場合において、当該「新規上場申請の

ための半期報告書」は、開示府令第１８条第

１項第１号に規定する「第５号様式」に準じ

て作成するものとし、規程第２０４条第６項

及び第７項の規定に準じて中間監査報告書及

び中間監査概要書を添付するものとする。た

だし、新規上場申請者が持株会社であって、

持株会社になった後、新規上場申請日の直前

事業年度の末日までに１年以上を経過してい
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１年以上を経過していない場合（他の会社に

事業を承継させる又は譲渡することに伴い持

株会社になった場合を除く。）は、持株会社

になった日の子会社（継続開示会社であって

四半期報告書を作成している場合に限る。）

の当該四半期会計期間に係る四半期報告書の

写しで足りるものとし、新規上場申請者が継

続開示会社であって四半期報告書を作成して

いる場合には、当該四半期会計期間に係る四

半期報告書の写しで足りるものとする。 

ない場合（他の会社に事業を承継させる又は

譲渡することに伴い持株会社になった場合を

除く。）は、持株会社になった日の子会社（継

続開示会社に限る。）の当該中間会計期間に

係る半期報告書の写しで足りるものとし、新

規上場申請者が継続開示会社である場合に

は、当該中間会計期間に係る半期報告書の写

しで足りるものとする。 

 （１１）～（３１） （略） （１１）～（３１） （略） 

２・３ （略）  ２・３ （略）  

  

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申請

書の添付書類） 

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申請

書の添付書類） 

第２０５条 規程第２０４条第３項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる新規

上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書

類とする。 

第２０５条 規程第２０４条第３項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる新規

上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる書

類とする。 

（１） 規程第２０８条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者 

（１） 規程第２０８条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者 

ａ 内国会社 ａ 内国会社 

（ａ） 前条第１項第１号から第４号まで、

第６号、第７号、第９号の２、第１１号

及び第２４号から第２６号までに掲げる

書類 

（ｂ）～（ｆ） （略） 

（ａ） 前条第１項第１号から第４号まで、

第６号、第７号、第１１号及び第２４号

から第２６号までに掲げる書類 

 

（ｂ）～（ｆ） （略） 

  ｂ （略）   ｂ （略） 

 （２） （略）  （２） （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類） （新規上場申請に係る提出書類） 

第２０６条 規程第２０４条第５項に規定する施

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいい、当該各号に掲げる場合に該当するこ

ととなるときは、当該各号に定める書類を提出

するものとする。 

第２０６条 規程第２０４条第５項に規定する施

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいい、当該各号に掲げる場合に該当するこ

ととなるときは、当該各号に定める書類を提出

するものとする。 
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 （１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

 （５） 新規上場申請日の属する事業年度の初

日以後上場することとなる日までに内閣総理

大臣等に次のａからｉまでのいずれかに掲げ

る書類を提出した場合 その写し 各２部。

ただし、新規上場申請者が内国会社又は継続

開示会社である外国会社である場合には、ａ

及びｃに掲げる書類について訂正が行われた

ときにその写しを提出すれば足りるものとす

る。 

   

 

ａ～ｈ （略）  

ｉ 内部統制報告書（訂正内部統制報告書を

含む。） 

 （５） 新規上場申請日の属する事業年度の初

日以後上場することとなる日までに内閣総理

大臣等に次のａからｈまでのいずれかに掲げ

る書類を提出した場合 その写し ａからｄ

までに掲げる書類については各２部、ｅから

ｈまでに掲げる書類については各１部。ただ

し、新規上場申請者が内国会社又は継続開示

会社である外国会社である場合には、ａから

ｃまでに掲げる書類について訂正が行われた

ときにその写しを提出すれば足りるものとす

る。 

ａ～ｈ （略）  

（新設） 

 （６）～（８） （略） （６）～（８） （略） 

 （９） 新規上場申請に係る株券等の上場日が

次のａからｃまでに該当する場合 当該ａか

らｃに規定する書類（新規上場申請者が外国

会社（重複上場の場合に限る。）である場合

には、この限りでない。） 各２部 

  ａ 新規上場申請日の属する事業年度が開始

した日以後３か月を経過した後となる場合

    当該事業年度の第１四半期に関し、当取

引所が定める事項を記載した「新規上場申

請のための四半期報告書」。この場合にお

いて、新規上場申請者が内国会社であると

きは、開示府令第１７条の６第１項第１号

に規定する「第４号の３様式」、外国会社

であるときは、同項第２号に規定する「第

９号の３様式」にそれぞれ準じて作成する

ものとし、新規上場申請者が四半期報告書

を作成している継続開示会社であるとき

は、四半期報告書の写しで足りるものとし、

新規上場申請者が四半期報告書を作成して

いる継続開示会社以外の外国会社であると

 （９） 新規上場申請に係る株券等の上場日が

次のａ又はｂに該当する場合 当該ａ又はｂ

に規定する書類 各２部 

  ａ １年を１事業年度とする新規上場申請者

について、新規上場申請日の属する事業年

度が開始した日以後６か月を経過した後と

なる場合 

当該事業年度が開始した日以後６か月間

に関し、当取引所が定める事項を記載した

「新規上場申請のための半期報告書」。こ

の場合において、「新規上場申請のための

半期報告書」は、開示府令第１８条第１項

第１号に規定する「第５号様式」又は同項

第３号に規定する「第１０号様式」に準じ

て作成するものとする。ただし、新規上場

申請者が継続開示会社である場合には、半

期報告書の写しで足りるものとし、新規上

場申請者が外国会社（継続開示会社である

外国会社を除く。）である場合には、「新

規上場申請のための半期報告書」に記載す
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きは、「新規上場申請のための四半期報告

書」に記載する財務書類は、四半期財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則（平成１９年内閣府令第６３号）第８３

条に定める作成基準に準じて作成するもの

とする（次のｂ及びｃに定める「新規上場

申請のための四半期報告書」において同

じ。）。 

ｂ 新規上場申請日の属する事業年度が開始

した日以後６か月を経過した後となる場合

当該事業年度の第２四半期に関し、当取

引所が定める事項を記載した「新規上場申

請のための四半期報告書」 

ｃ 新規上場申請日の属する事業年度が開始

した日以後９か月を経過した後となる場合

当該事業年度の第３四半期に関し、当取

引所が定める事項を記載した「新規上場申

請のための四半期報告書」 

る財務書類は、中間財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則（昭和５２年

大蔵省令第３８号）第７４条に定める作成

基準に準じて作成するものとする。 

ｂ 新規上場申請日の属する事業年度終了後

３か月を経過した後となる場合 

当該事業年度に関し、当取引所が定める

事項を記載した「新規上場申請のための有

価証券報告書」。この場合において、「新

規上場申請のための有価証券報告書」のう

ちⅠの部は、開示府令第１５条第１号イに

規定する「第３号様式」又は同条第２号イ

に規定する「第８号様式」に準じて作成す

るものとし、新規上場申請日の属する事業

年度に係る会社法第４３８条第１項に規定

する計算書類及び事業報告で、定時株主総

会にその内容を報告し又はその承認を受け

たものを添付するものとする。 

 （１０） （略）  （１０） （略） 

  

（監査報告書等） （監査報告書等） 

第２０７条 規程第２０４条第６項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、次

の各号に掲げる書類をいうものとする。 

（１） 第２０４条第１項第５号又は同条第２

項第３号に規定する「新規上場申請のための

有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載及び添付

する次のａ及びｂに掲げる財務諸表等 

 
ａ 最近２年間に終了する各事業年度及び各

連結会計年度の財務諸表等（第２０４条第

１項第５号ｅ（同条第２項第３号ｃにおい

て準用する場合を含む。）に規定する合併

による解散会社又は持株会社若しくは外国

持株会社になった日の子会社のうち主体会

社でないものに係る財務諸表等及び新規上

第２０７条 規程第２０４条第６項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、次

の各号に掲げる書類をいうものとする。 

（１） 第２０４条第１項第５号、同条第２項

第３号又は前条第９号ｂに規定する「新規上

場申請のための有価証券報告書」に記載され

る財務諸表等のうち、次のａ又はｂに掲げる

もの 

ａ 「新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）」に記載及び添付する次の（ａ）

及び（ｂ）に掲げる財務諸表等 

（ａ） 最近２年間に終了する各事業年度

及び各連結会計年度の財務諸表等（第２

０４条第１項第５号ｅ（同条第２項第３

号ｃにおいて準用する場合を含む。）に
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場申請者が民営化外国会社である場合であ

って、当該事業年度において作成していな

い財務書類があるときで、当該財務書類を

新たに作成することが著しく困難であると

認められるときの当該財務書類を除く。）

規定する合併による解散会社又は持株会

社若しくは外国持株会社になった日の子

会社のうち主体会社でないものに係る財

務諸表等及び新規上場申請者が民営化外

国会社である場合であって、当該事業年

度において作成していない財務書類があ

るときで、当該財務書類を新たに作成す

ることが著しく困難であると認められる

ときの当該財務書類を除く。） 

 （ｂ） 新規上場申請者が規程第２０５条

第６号ａ及びｃ（新規上場申請者が民営

化外国会社である場合には、規程第２０

６条第３項第２号ａ及びｃ）のいずれに

も適合していない場合は、前（ａ）に定

めるもののほか、最近３年間のうち最初

の１年間に終了する連結会計年度の連結

財務諸表（新規上場申請者が当該期間に

おいて連結財務諸表を作成すべき会社で

ない場合は、最近３年間のうち最初の１

年間に終了する事業年度の財務諸表と

し、新規上場申請者が外国会社である場

合は、最近３年間のうち最初の１年間に

終了する事業年度の財務書類とする。）

ｂ 新規上場申請者が規程第２０５条第６号

ａ及びｃ（新規上場申請者が民営化外国会

社である場合には、規程第２０６条第３項

第２号ａ及びｃ）のいずれにも適合してい

ない場合は、前ａに定めるもののほか、最

近３年間のうち最初の１年間に終了する連

結会計年度の連結財務諸表（新規上場申請

者が当該期間において連結財務諸表を作成

すべき会社でない場合は、最近３年間のう

ち最初の１年間に終了する事業年度の財務

諸表とし、新規上場申請者が外国会社であ

る場合は、最近３年間のうち最初の１年間

に終了する事業年度の財務書類とする。）

ｂ 前条第９号ｂに規定する「新規上場申請

のための有価証券報告書」に記載する財務

諸表等 
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（２） 第２０４条第１項第５号若しくは同条

第２項第３号に規定する「新規上場申請のた

めの有価証券報告書」に記載される中間財務

諸表等若しくは四半期財務諸表等又は前条第

９号に規定する「新規上場申請のための四半

期報告書」に記載される四半期財務諸表等 

（２） 第２０４条第１項第５号若しくは同条

第２項第３号に規定する「新規上場申請のた

めの有価証券報告書」又は前条第９号ａに規

定する「新規上場申請のための半期報告書」

に記載される中間財務諸表等 

２ 規程第２０４条第６項に規定する監査報告

書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書

は、同項に定める財務計算に関する書類が、従

前において法に基づいて提出された有価証券届

出書、有価証券報告書又は四半期報告書に含ま

れた財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財

務諸表等と同一内容のものであって、既に法第

１９３条の２第１項の監査証明を受けている場

合には、当該財務諸表等、中間財務諸表等又は

四半期財務諸表等に対する監査報告書、中間監

査報告書又は四半期レビュー報告書の写しで足

りるものとする。 

２ 規程第２０４条第６項に規定する監査報告書

又は中間監査報告書は、同項に定める財務計算

に関する書類が、従前において法に基づいて提

出された有価証券届出書、有価証券報告書又は

半期報告書に含まれた財務諸表等又は中間財務

諸表等と同一内容のものであって、既に法第１

９３条の２第１項の監査証明を受けている場合

には、当該財務諸表等又は中間財務諸表等に対

する監査報告書又は中間監査報告書の写しで足

りるものとする。 

３ （略） ３ （略） 

 

（監査概要書等） （監査概要書等） 

第２０８条 規程第２０４条第７項に規定する施

行規則で定めるものとは、第２０６条第９号の

規定により提出する「新規上場申請のための四

半期報告書」に係るものをいう。 

第２０８条 規程第２０４条第７項に規定する施

行規則で定めるものとは、第２０６条第９号ａ

の規定により提出する「新規上場申請のための

半期報告書」に係るものをいう。 

２ 規程第２０４条第７項に規定する監査概要

書、中間監査概要書及び四半期レビュー概要書

の取扱いについては、次の各号に定めるところ

による。 

（１） （略） 

（２） 監査概要書は、監査証明府令第５条第

２項に規定する「第１号様式」に準じて、中

間監査概要書は、同項に規定する「第２号様

式」に準じて、四半期レビュー概要書は、同

項に規定する「第４号様式」に準じて作成す

るものとする。 

２ 規程第２０４条第７項に規定する監査概要書

及び中間監査概要書の取扱いについては、次の

各号に定めるところによる。 

 
（１） （略） 

（２） 監査概要書は、監査証明府令第５条第

２項に規定する「第１号様式」に準じて、中

間監査概要書は、同項に規定する「第２号様

式」に準じて作成するものとする。 
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（３） （略） 

（４） 監査概要書、中間監査概要書又は四半

期レビュー概要書は、前条第２項の規定によ

り財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財

務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告

書又は四半期レビュー報告書の写しを提出し

た場合には、既に内閣総理大臣等に提出した

当該監査、中間監査又は四半期レビューに関

する監査概要書、中間監査概要書又は四半期

レビュー概要書の写しで足りるものとする。

（３） （略） 

（４） 監査概要書又は中間監査概要書は、前

条第２項の規定により財務諸表等又は中間財

務諸表等に対する監査報告書又は中間監査報

告書の写しを提出した場合には、既に内閣総

理大臣等に提出した当該監査又は中間監査に

関する監査概要書又は中間監査概要書の写し

で足りるものとする。 

  

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） 

第２１０条 規程第２０４条第１０項に規定する

第２項から第８項までに掲げる書類のうち施行

規則で定める書類とは、次の各号に掲げるもの

をいうものとする。 

（１）・（２） （略）  

（３） 「新規上場申請のための四半期報告書」

２・３ （略）  

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） 

第２１０条 規程第２０４条第１０項に規定する

第２項から第８項までに掲げる書類のうち施行

規則で定める書類とは、次の各号に掲げるもの

をいうものとする。 

（１）・（２） （略）  

（３） 「新規上場申請のための半期報告書」

２・３ （略）  

  

（上場承認時の提出書類） （上場承認時の提出書類） 

第２１１条 （略） 

２・３ （略） 

４ 規程第２０４条第１１項第２号に規定する施

行規則で定める書類とは、第２０４条第１項第

５号及び同条第２項第３号に規定する「新規上

場申請のための有価証券報告書」（Ⅰの部に限

る。）並びに第２０４条第１項第１０号及び第

２０６条第９号に規定する「新規上場申請のた

めの四半期報告書」をいう。 

第２１１条 （略） 

２・３ （略） 

４ 規程第２０４条第１１項第２号に規定する施

行規則で定める書類とは、第２０４条第１項第

５号、同条第２項第３号及び第２０６条第９号

ｂに規定する「新規上場申請のための有価証券

報告書」（Ⅰの部に限る。）並びに第２０４条

第１項第１０号及び第２０６条第９号ａに規定

する「新規上場申請のための半期報告書」をい

う。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

  

（内国会社の形式要件の取扱い） （内国会社の形式要件の取扱い） 

第２１２条 （略） 第２１２条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 
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６ 規程第２０５条第６号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。 

６ 規程第２０５条第６号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。 

 （１）～（９） （略）  （１）～（９） （略） 

 （１０） 規程第２０５条第６号において、新

規上場申請者（新規上場申請者が前号の規定

の適用を受ける場合にあっては、合併主体会

社）が持株会社であって、持株会社になった

後、新規上場申請日の直前事業年度の末日ま

でに３年以上を経過していない場合（他の会

社に事業を承継させる又は譲渡することに伴

い持株会社になった場合を除く。）には、最

近３年間のうち持株会社になる前の期間につ

いては、当該期間に係る子会社（持株会社に

なった日の子会社に限る。）の各連結会計年

度の連結損益計算書（当該子会社が当該期間

において連結財務諸表を作成すべき会社でな

い場合は、損益計算書）に基づいて算定され

る利益の額に相当する額（当該子会社が複数

ある場合は、当該複数の子会社の当該連結損

益計算書若しくは損益計算書又は四半期連結

損益計算書若しくは四半期損益計算書を結合

した損益計算書に基づいて算定される利益の

額に相当する額）及び当該期間に係る子会社

（持株会社になった日の子会社に限る。）の

各連結会計年度の連結損益計算書（当該子会

社が当該期間において連結財務諸表を作成す

べき会社でない場合は、損益計算書）に掲記

される売上高に相当する額（当該子会社が複

数ある場合は、当該複数の子会社の当該連結

損益計算書若しくは損益計算書又は四半期連

結損益計算書若しくは四半期損益計算書を結

合した損益計算書に掲記される売上高に相当

する額）について審査対象とするものとする。

 （１０） 規程第２０５条第６号において、新

規上場申請者（新規上場申請者が前号の規定

の適用を受ける場合にあっては、合併主体会

社）が持株会社であって、持株会社になった

後、新規上場申請日の直前事業年度の末日ま

でに３年以上を経過していない場合（他の会

社に事業を承継させる又は譲渡することに伴

い持株会社になった場合を除く。）には、最

近３年間のうち持株会社になる前の期間につ

いては、当該期間に係る子会社（持株会社に

なった日の子会社に限る。）の各連結会計年

度の連結損益計算書（当該子会社が当該期間

において連結財務諸表を作成すべき会社でな

い場合は、損益計算書）に基づいて算定され

る利益の額に相当する額（当該子会社が複数

ある場合は、当該複数の子会社の当該連結損

益計算書若しくは損益計算書又は中間連結損

益計算書若しくは中間損益計算書を結合した

損益計算書に基づいて算定される利益の額に

相当する額）及び当該期間に係る子会社（持

株会社になった日の子会社に限る。）の各連

結会計年度の連結損益計算書（当該子会社が

当該期間において連結財務諸表を作成すべき

会社でない場合は、損益計算書）に掲記され

る売上高に相当する額（当該子会社が複数あ

る場合は、当該複数の子会社の当該連結損益

計算書若しくは損益計算書又は中間連結損益

計算書若しくは中間損益計算書を結合した損

益計算書に掲記される売上高に相当する額）

について審査対象とするものとする。 

 （１１）～（１５） （略）  （１１）～（１５） （略） 

７ 規程第２０５条第７号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。 

７ 規程第２０５条第７号の規定については、次

の各号のとおり取り扱うものとする。 
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（１） （略）  （１） （略）  

 （２） 規程第２０５条第７号ｃに規定する施

行規則で定める場合とは、監査報告書（直前

事業年度及び直前連結会計年度の財務諸表等

に添付されるものを除く。）又は四半期レビ

ュー報告書において、継続企業の前提に関す

る事項を除外事項若しくは理由として、公認

会計士等の「無限定適正意見」又は「無限定

の結論」が記載されていない場合をいう。 

 （２） 規程第２０５条第７号ｃに規定する施

行規則で定める場合とは、監査報告書（直前

事業年度及び直前連結会計年度の財務諸表等

に添付されるものを除く。）又は中間監査報

告書において、継続企業の前提に関する事項

を除外事項若しくは理由として、公認会計士

等の「無限定適正意見」又は「中間財務諸表

等が有用な情報を表示している旨の意見」が

記載されていない場合をいう。 

 （３）～（５） （略）  （３）～（５） （略） 

８・９ （略） ８・９ （略） 

１０ 規程第２０５条第９号の２に規定する施行

規則で定める場合とは、新規上場申請者が、規

程第２０４条第２項の規定に従い第２０４条第

１項第９号の２に定める書面を当取引所に提出

し、かつ、当取引所がやむを得ないと認める場

合をいう。 

（新設） 

１１ （略） 

１２ （略） 

１０ （略） 

１１ （略） 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第２１９条 新規上場申請者が内国会社である場

合の規程第２１１条第２項に規定する施行規則

で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

第２１９条 新規上場申請者が内国会社である場

合の規程第２１１条第２項に規定する施行規則

で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

 （１） 第２０４条第１項第１号から第４号ま

で、第６号、第７号、第９号、第９号の２、

第１１号から第１３号まで、第１６号、第２

２号から第２６号まで及び第２８号から第３

１号までに掲げる書類 

 （１） 第２０４条第１項第１号から第４号ま

で、第６号、第７号、第９号、第１１号から

第１３号まで、第１６号、第２２号から第２

６号まで及び第２８号から第３１号までに掲

げる書類 

 （２）～（８） （略） （２）～（８） （略） 

２ （略）  ２ （略） 

  

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申請

書の添付書類） 

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申請

書の添付書類） 

第２２０条 規程第２１１条第３項に規定する施 第２２０条 規程第２１１条第３項に規定する施
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行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新

規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる

書類をいう。 

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる新

規上場申請者の区分に従い、当該各号に掲げる

書類をいう。 

（１） 規程第２１５条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者 

（１） 規程第２１５条第１号、第３号又は第

５号に該当する新規上場申請者 

ａ 内国会社 ａ 内国会社 

（ａ） 第２０４条第１項第１号から第４

号まで、第６号、第７号、第９号の２、

第１１号及び第２４号から第２６号まで

に掲げる書類 

（ａ） 第２０４条第１項第１号から第４

号まで、第６号、第７号、第１１号及び

第２４号から第２６号までに掲げる書類

（ｂ）～（ｆ） （略） （ｂ）～（ｆ） （略） 

  ｂ （略）   ｂ （略） 

 （２） （略）  （２） （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類） （新規上場申請に係る提出書類） 

第２２１条 規程第２１１条第５項に規定する施

行規則で定める場合とは、第２０６条各号に掲

げる場合をいい、当該各号に掲げる場合に該当

することとなるときは、当該各号に定める書類

を提出するものとする。 

第２２１条 規程第２１１条第５項に規定する施

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合をいい、当該各号に掲げる場合に該当するこ

ととなるときは、当該各号に定める書類を提出

するものとする。この場合において、第４０６

条の規定は、第２号から第５号までの規定によ

る四半期財務・業績の概況を記載した書類の提

出について準用するものとする。 

（削る）    （１） 第２０６条各号に掲げる場合  

当該各号に定める書類 

（削る）    （２） 新規上場申請に係る株券等の上場日が

新規上場申請日の属する事業年度が開始した

日以後３か月を経過し、６か月を経過してい

ない場合  

当該事業年度の第１四半期における四半期

財務・業績の概況を記載した書類及び当該四

半期財務・業績の概況を記載した書類に掲げ

る四半期財務諸表等についての公認会計士等

による意見表明のための報告書 各２部 

（削る）    （３） 新規上場申請に係る株券等の上場日が

新規上場申請日の属する事業年度が開始した
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日以後６か月を経過し、９か月を経過してい

ない場合（新規上場申請者が規程第２０９条

第６項ただし書の規定の適用を受ける外国会

社である場合に限る。）  

当該事業年度の第２四半期における四半期

財務・業績の概況を記載した書類及び当該四

半期財務・業績の概況を記載した書類に掲げ

る四半期財務諸表等についての公認会計士等

による意見表明のための報告書 各２部 

（削る）   （４） 新規上場申請に係る株券等の上場日が

新規上場申請日の属する事業年度が開始した

日以後９か月を経過した後となる場合  

当該事業年度の第３四半期における四半期

財務・業績の概況を記載した書類及び当該四

半期財務・業績の概況を記載した書類に掲げ

る四半期財務諸表等についての公認会計士等

による意見表明のための報告書 各２部 

（削る）   （５） 新規上場申請に係る株券等の上場日が

新規上場申請日の属する事業年度終了後３か

月を経過した後となる場合  

翌事業年度の第１四半期における四半期財

務・業績の概況を記載した書類及び当該四半

期財務・業績の概況を記載した書類に掲げる

四半期財務諸表等についての公認会計士等に

よる意見表明のための報告書 各２部 

 

（監査報告書等） 

第２２２条 規程第２１１条第６項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、次

の各号に掲げる書類をいう。 

 

（監査報告書等） 

第２２２条 規程第２１１条第６項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、次

の各号に掲げる書類をいう。 

 （１） 第２１９条第１項第２号又は第２項第

４号に規定する「新規上場申請のための有価

証券報告書」に記載及び添付する直前事業年

度及びその前の事業年度並びに直前連結会計

年度及びその前の連結会計年度の財務諸表等

（削る）  

 （１） 第２０６条第９号ｂ、第２１９条第１

項第２号又は第２項第４号に規定する「新規

上場申請のための有価証券報告書」に記載さ

れる財務諸表等のうち、次のａ又はｂに掲げ

るもの 

ａ 「新規上場申請のための有価証券報告書
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（Ⅰの部）」に記載及び添付する直前事業

年度及びその前の事業年度並びに直前連結

会計年度及びその前の連結会計年度の財務

諸表等 

   （削る）    ｂ 第２０６条第９号ｂに規定する「新規上

場申請のための有価証券報告書」に記載す

る財務諸表等 

 （２） 第２１９条第１項第２号若しくは第２

項第４号に規定する「新規上場申請のための

有価証券報告書」に記載される中間財務諸表

等若しくは四半期財務諸表等又は第２０６条

第９号に規定する「新規上場申請のための四

半期報告書」に記載される四半期財務諸表等

 （２） 第２１９条第１項第２号若しくは第２

項第４号に規定する「新規上場申請のための

有価証券報告書」又は第２０６条第９号ａに

規定する「新規上場申請のための半期報告書」

に記載される中間財務諸表等 

２ 規程第２１１条第６項に規定する監査報告

書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書

は、同項に定める財務計算に関する書類が、従

前において法に基づいて提出された有価証券届

出書、有価証券報告書又は四半期報告書に含ま

れた財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財

務諸表等と同一内容のものであって、既に法第

１９３条の２第１項の監査証明を受けている場

合には、当該財務諸表等、中間財務諸表等又は

四半期財務諸表等に対する監査報告書、中間監

査報告書又は四半期レビュー報告書の写しで足

りるものとする。 

２ 規程第２１１条第６項に規定する監査報告書

又は中間監査報告書は、同項に定める財務計算

に関する書類が、従前において法に基づいて提

出された有価証券届出書、有価証券報告書又は

半期報告書に含まれた財務諸表等又は中間財務

諸表等と同一内容のものであって、既に法第１

９３条の２第１項の監査証明を受けている場合

には、当該財務諸表等又は中間財務諸表等に対

する監査報告書又は中間監査報告書の写しで足

りるものとする。 

３ （略）  ３ （略） 

  

（監査概要書等） 

第２２３条 規程第２１１条第７項に規定する施

行規則で定めるものとは、第２０６条第９号に

規定する「新規上場申請のための四半期報告書」

に係るものをいう。 

（監査概要書等） 

第２２３条 規程第２１１条第７項に規定する施

行規則で定めるものとは、第２０６条第９号ａ

に規定する「新規上場申請のための半期報告書」

に係るものをいう。 

２ 規程第２１１条第７項に規定する監査概要

書、中間監査概要書及び四半期レビュー概要書

については、次の各号のとおり取り扱うものと

する。 

２ 規程第２１１条第７項に規定する監査概要書

及び中間監査概要書については、次の各号のと

おり取り扱うものとする。 
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 （１） （略）  （１） （略） 

 （２） 監査概要書は、監査証明府令第５条第

２項に規定する「第１号様式」に準じて、中

間監査概要書は、同項に規定する「第２号様

式」に準じて、四半期レビュー概要書は、同

項に規定する「第４号様式」に準じて作成す

るものとする。 

 （２） 監査概要書は、監査証明府令第５条第

２項に規定する「第１号様式」に準じて、中

間監査概要書は、同項に規定する「第２号様

式」に準じて作成するものとする。 

 （３） （略）  （３） （略） 

 （４） 監査概要書、中間監査概要書又は四半

期レビュー概要書は、前条第２項の規定によ

り財務諸表等、中間財務諸表等又は四半期財

務諸表等に対する監査報告書、中間監査報告

書又は四半期レビュー報告書の写しを提出し

た場合には、既に内閣総理大臣等に提出した

当該監査、中間監査又は四半期レビューに関

する監査概要書、中間監査概要書又は四半期

レビュー概要書の写しで足りるものとする。

 （４） 監査概要書又は中間監査概要書は、前

条第２項の規定により財務諸表等又は中間財

務諸表等に対する監査報告書又は中間監査報

告書の写しを提出した場合には、既に内閣総

理大臣等に提出した当該監査又は中間監査に

関する監査概要書又は中間監査概要書の写し

で足りるものとする。 

  
（財務計算に関する書類） 

第２２４条 規程第２１１条第８項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、第

２０４条第１項第１６号及び第２２０条第１号

ａの（ｅ）に規定する書類をいい、一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠した監査に

基づく監査報告書又は別添４「会社分割により

承継される事業に係る財務計算に関する書類に

対する意見表明に係る基準」その他の合理的と

認められる手続きに基づく「部門財務情報に対

する意見表明のための報告書」を添付するもの

とする。 

（財務計算に関する書類） 

第２２４条 規程第２１１条第８項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、第

２０４条第１項第１６号及び第２２１条第１号

ａの（ｅ）に規定する書類をいい、一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠した監査に

基づく監査報告書又は別添４「会社分割により

承継される事業に係る財務計算に関する書類に

対する意見表明に係る基準」その他の合理的と

認められる手続きに基づく「部門財務情報に対

する意見表明のための報告書」を添付するもの

とする。 

  

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） （新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） 

第２２５条 （略） 

２ （略） 

３ 規程第２１１条第１０項に規定する新規上場

申請者がこの条の規定により提出した書類のう

第２２５条 （略） 

２ （略） 

３ 規程第２１１条第１０項に規定する新規上場

申請者がこの条の規定により提出した書類のう
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ち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

るものをいうものとする。 

 （１）～（３） （略） 

（削る） 

ち施行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

るものをいうものとする。 

 （１）～（３） （略） 

（４） 第２２１条第２号から第５号までに規

定する書類 

 （４） （略）  （５） （略） 

 （５） （略）  （６） （略） 

 （６） （略）  （７） （略） 

 （７） （略）  （８） （略） 

 （８） （略）  （９） （略） 

  
（上場承認時の提出書類） 

第２２６条 （略） 

２・３ （略） 

（上場承認時の提出書類） 

第２２６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 規程第２１１条第１１項第２号に規定する施

行規則で定める書類とは、第２１９条第１項第

２号及び第２項第４号に規定する「新規上場申

請のための有価証券報告書」（Ⅰの部に限る。）

並びに第２０６条第９号に規定する「新規上場

申請のための四半期報告書」をいう。 

４ 規程第２１１条第１１項第２号に規定する施

行規則で定める書類とは、第２０６条第９号ｂ、

第２１９条第１項第２号及び第２項第４号に規

定する「新規上場申請のための有価証券報告書」

（Ⅰの部に限る。）並びに第２０６条第９号ａ

に規定する「新規上場申請のための半期報告書」

をいう。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

  

（内国会社の形式要件の取扱い） 

第２２７条 （略） 

２～５ （略） 

（内国会社の形式要件の取扱い） 

第２２７条 （略） 

２～５ （略） 

６ 規程第２１２条第６号の規定は、次の各号の

とおり取り扱うものとする。 

６ 規程第２１２条第６号の規定は、次の各号の

とおり取り扱うものとする。 

 （１） （略）    （１） （略）   

 （２） 規程第２１２条第６号ｂに規定する施

行規則で定める場合とは、監査報告書（「新

規上場申請のための有価証券報告書」に中間

監査報告書又は四半期レビュー報告書が添付

されていない場合は、直前事業年度及び直前

連結会計年度の財務諸表等に添付されるもの

を除く。）において、継続企業の前提に関す

 （２） 規程第２１２条第６号ｂに規定する施

行規則で定める場合とは、監査報告書（「新

規上場申請のための有価証券報告書」に中間

監査報告書が添付されていない場合は、直前

事業年度及び直前連結会計年度の財務諸表等

に添付されるものを除く。）において、継続

企業の前提に関する事項を除外事項若しくは
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る事項を除外事項若しくは理由として、公認

会計士等の「無限定適正意見」が記載されて

いない場合をいう。 

理由として、公認会計士等の「無限定適正意

見」が記載されていない場合をいう。 

  
（一部指定の申請に係る提出書類） 

第３０９条 （略） 

２ 規程第３０７条第３項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる上場会社の

区分に従い、当該各号に定める書類をいう。 

（一部指定の申請に係る提出書類） 

第３０９条 （略） 

２ 規程第３０７条第３項に規定する施行規則で

定める書類とは、次の各号に掲げる上場会社の

区分に従い、当該各号に定める書類をいう。 

 （１） 内国会社 

   次のａからｈまでに掲げる書類 

  ａ～ｄ （略） 

  ｅ 上場会社が持株会社であって、持株会社

になった後、直前事業年度の末日までに２

年以上（上場会社が規程第３０８条第６号

ａ及びｃのいずれにも適合していない場合

は、３年以上）を経過していない場合（他

の会社に事業を承継させる又は譲渡するこ

とに伴い持株会社になった場合を除く。）

は、当該期間のうち持株会社になる前の期

間における子会社（持株会社になった日の

子会社に限り、当取引所が提出を要しない

ものとして認める子会社を除く。）の各連

結会計年度の連結財務諸表（当該子会社が

当該期間において連結財務諸表を作成すべ

き会社でない場合は、財務諸表） 

この場合において、当該子会社が複数あ

るときは、当該複数の子会社の連結損益計

算書若しくは損益計算書又は四半期連結損

益計算書若しくは四半期損益計算書を結合

した損益計算書（直前事業年度の初日以後

設立された会社である場合には、当該複数

の子会社の連結貸借対照表又は貸借対照表

を結合した貸借対照表を含む。）を添付す

るものとする。 

 （１） 内国会社 

   次のａからｈまでに掲げる書類 

  ａ～ｄ （略） 

  ｅ 上場会社が持株会社であって、持株会社

になった後、直前事業年度の末日までに２

年以上（上場会社が規程第３０８条第６号

ａ及びｃのいずれにも適合していない場合

は、３年以上）を経過していない場合（他

の会社に事業を承継させる又は譲渡するこ

とに伴い持株会社になった場合を除く。）

は、当該期間のうち持株会社になる前の期

間における子会社（持株会社になった日の

子会社に限り、当取引所が提出を要しない

ものとして認める子会社を除く。）の各連

結会計年度の連結財務諸表（当該子会社が

当該期間において連結財務諸表を作成すべ

き会社でない場合は、財務諸表） 

    この場合において、当該子会社が複数あ

るときは、当該複数の子会社の連結損益計

算書若しくは損益計算書又は中間連結損益

計算書若しくは中間損益計算書を結合した

損益計算書（直前事業年度の初日以後設立

された会社である場合には、当該複数の子

会社の連結貸借対照表又は貸借対照表を結

合した貸借対照表を含む。）を添付するも

のとする。 

ｆ～ｈ （略） ｆ～ｈ （略）  
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 （２） （略） （２） （略） 

  
（一部指定の形式要件の取扱い） （一部指定の形式要件の取扱い） 

第３１０条 （略） 

２ （略） 

第３１０条 （略） 

２ （略） 

３ 規程第３０８条第３号に規定する売買高の取

扱いは、次の各号に定めるところによる。 

 （１） 規程第３０８条第３号に規定する最近

３か月間及びその前３か月間のそれぞれの期

間における月平均売買高とは、直前事業年度

の末日（一部指定日が、直前事業年度の末日

を含む月の翌月の初日から起算して９か月を

経過した日以後となる場合は、当該初日の属

する事業年度に係る第２四半期会計期間の末

日。第３号において同じ。）を含む月の末日

以前６か月間を前半３か月間及び後半３か月

間に区分したそれぞれの期間における当該銘

柄（当該銘柄に係る新たに発行された株券等

を含む。）の市場内売買の売買高合計の月割

高をいう。 

３ 規程第３０８条第３号に規定する売買高の取

扱いは、次の各号に定めるところによる。 

 （１） 規程第３０８条第３号に規定する最近

３か月間及びその前３か月間のそれぞれの期

間における月平均売買高とは、直前事業年度

の末日（一部指定日が、直前事業年度の末日

を含む月の翌月の初日から起算して９か月を

経過した日以後となる場合は、当該初日の属

する事業年度に係る中間会計期間の末日。第

３号において同じ。）を含む月の末日以前６

か月間を前半３か月間及び後半３か月間に区

分したそれぞれの期間における当該銘柄（当

該銘柄に係る新たに発行された株券等を含

む。）の市場内売買の売買高合計の月割高を

いう。 

 （２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

４～６ （略） ４～６ （略） 

７ 規程第３０８条第７号に規定する虚偽記載又

は不適正意見等の取扱いは、次の各号に定める

ところによる。 

７ 規程第３０８条第７号に規定する虚偽記載又

は不適正意見等の取扱いは、次の各号に定める

ところによる。 

 （１） 規程第３０８条第７号に掲げる財務諸

表等及び四半期財務諸表等につき公認会計士

又は監査法人の監査又は四半期レビューを受

けていない事業年度、連結会計年度、四半期

会計期間又は四半期連結会計期間がある場合

には、当該事業年度、連結会計年度、四半期

会計期間又は四半期連結会計期間を除くもの

とする。 

 （１） 規程第３０８条第７号に掲げる財務諸

表等及び中間財務諸表等につき公認会計士又

は監査法人の監査又は中間監査を受けていな

い事業年度、連結会計年度、中間会計期間又

は中間連結会計期間がある場合には、当該事

業年度、連結会計年度、中間会計期間又は中

間連結会計期間を除くものとする。 

（２） 第２１２条第７項第１号及び第５号の

規定は、規程第３０８条第７号の場合につい

て準用する。この場合において、第２１２条

（２） 第２１２条第７項第１号及び第５号の

規定は、規程第３０８条第７号の場合につい

て準用する。この場合において、第２１２条
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第７項第１号ａ中「監査報告書」とあるのは

「監査報告書又は四半期レビュー報告書」と、

同号ｂ中「監査報告書」とあるのは「監査報

告書（直前事業年度及び直前連結会計年度の

財務諸表等に添付されるものを除く。）又は

四半期レビュー報告書」と読み替える。 

第７項第１号ａ中「監査報告書」とあるのは

「監査報告書又は中間監査報告書」と、同号

ｂ中「監査報告書」とあるのは「監査報告書

（直前事業年度及び直前連結会計年度の財務

諸表等に添付されるものを除く。）又は中間

監査報告書」と読み替える。 

  
（指定替えの要件及び時期） 

第３１１条 （略） 

２～４ （略） 

（指定替えの要件及び時期） 

第３１１条 （略） 

２～４ （略） 

５ 規程第３１１条第１項第５号に規定する債務

超過の取扱い及び市場第一部銘柄が同号に該当

する場合の指定替えの時期は次の各号に定める

ところによる。 

５ 規程第３１１条第１項第５号に規定する債務

超過の取扱い及び市場第一部銘柄が同号に該当す

る場合の指定替えの時期は次の各号に定めるとこ

ろによる。 

 （１） 債務超過の取扱い 

  ａ・ｂ （略） 

  ｃ 規程第３１１条第１項第５号ただし書に

規定する当取引所が適当と認める場合に適

合するかどうかの審査は、審査対象事業年

度に係る決算（上場会社が連結財務諸表を

作成すべき会社である場合には連結会計年

度、連結財務諸表を作成すべき会社でない

場合には事業年度に係る決算とする。）の

内容を規程第４０４条の定めるところによ

り開示するまでの間において、再建計画（規

程第３１１条第１項第５号ただし書に定め

る１年以内に債務超過の状態でなくなるた

めの経営計画を含む。）を公表している上

場会社を対象とし、上場会社が提出する当

該再建計画並びに次の（ａ）及び（ｂ）に

定める書面に基づき行うものとする。 

 （１） 債務超過の取扱い 

  ａ・ｂ （略） 

  ｃ 規程第３１１条第１項第５号ただし書に

規定する当取引所が適当と認める場合に適

合するかどうかの審査は、審査対象事業年

度に係る決算（上場会社が連結財務諸表を

作成すべき会社である場合には連結会計年

度、連結財務諸表を作成すべき会社でない

場合には事業年度に係る決算とする。）の

内容を規程第４０４条第１項の定めるとこ

ろにより開示するまでの間において、再建

計画（規程第３１１条第１項第５号ただし

書に定める１年以内に債務超過の状態でな

くなるための経営計画を含む。）を公表し

ている上場会社を対象とし、上場会社が提

出する当該再建計画並びに次の（ａ）及び

（ｂ）に定める書面に基づき行うものとす

る。 

   （ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略） 

  ｄ （略）   ｄ （略） 

 （２） （略）  （２） （略） 
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 （本則市場の上場会社の四半期財務・業績の概況

の開示） 

第４０５条及び第４０６条 削除 第４０５条 規程第４０４条第２項の規定に基づ

く四半期財務・業績の概況の開示は、その開示

資料に、当該四半期における当該上場会社の属

する企業集団（当該上場会社が連結財務諸表を

作成すべき会社でない場合は、当該上場会社）

の経営成績及び財政状態に係る四半期財務情報

を記載することを要するものとする。 

  

 （マザーズの上場会社の四半期財務・業績の概況

の開示） 

 第４０６条 規程第４０４条第３項の規定に基づ

く四半期財務・業績の概況の開示は、その開示

資料に、四半期財務諸表等を記載することを要

するものとする。 

 ２ 前項の四半期財務諸表等は、原則として、企

業会計審議会により公表された中間財務諸表作

成基準又は中間連結財務諸表作成基準に準じて

作成するものとする。 

 ３ 第１項に掲げる四半期財務諸表等について

は、別添８「四半期財務諸表等に対する意見表

明に係る基準」に基づく公認会計士等による意

見表明のための手続又はこれに相当すると認め

られる意見表明のための手続を実施することを

要するものとする。 

  

（書類の提出等の取扱い） 

第４１６条 規程第４２１条第１項に規定する書

類の提出等については、この款に定めるところ

による。 

（書類の提出等の取扱い） 

第４１６条 規程第４２０条第１項に規定する書

類の提出等については、この款に定めるところ

による。 

  

（発生事実に係る書類の提出） 

第４１９条 上場会社は、次の各号に掲げる場合

には、次の各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。 

（発生事実に係る書類の提出） 

第４１９条 上場会社は、次の各号に掲げる場合

には、次の各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。 
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 （１）～（３） （略）  （１）～（３） （略） 

（削る）  

  

 

 

 

 

 

 

 

（４） （略） 

 （４） 規程第４０４条第３項に該当した場合

四半期財務・業績の概況の開示に係る資料

に掲げる四半期財務諸表等につき公認会計士

等による第４０６条第３項の規定に基づく意

見表明のための報告書 提出を受けた後直ち

に  

この場合において、マザーズの上場会社は、

当取引所が当該書類を公衆の縦覧に供するこ

とに同意するものとする。 

 （５） （略） 

  

 

 
第４２７条 削除 

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書の取

扱い） 

第４２７条 規程第４２１条に規定する書面（同

条かっこ書に規定する書面を除く。）には、上

場会社の代表者による署名を要するものとす

る。 

 ２ 規程第４２１条に規定する理由の記載に当た

っては、有価証券報告書又は半期報告書の作成

に関して上場会社の代表者が確認した内容を記

載するものとする。 

  

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） （上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） 
第６０１条 （略） 
２・３ （略） 

第６０１条 （略） 
２・３ （略） 

４ 規程第６０１条第５号に規定する債務超過の

取扱いは次の各号に定めるところによる。 
４ 規程第６０１条第５号に規定する債務超過の

取扱いは次の各号に定めるところによる。 
 （１）～（３） （略）  （１）～（３） （略） 
 （４） 規程第６０１条第５号ただし書に規定

する当取引所が適当と認める場合に適合する

かどうかの審査は、猶予期間の最終日の属す

る連結会計年度（上場会社が連結財務諸表を

作成すべき会社でない場合には事業年度）に

係る決算の内容を規程第４０４条の定めると

ころにより開示するまでの間において、再建

計画（規程第６０１条第５号ただし書に定め

 （４） 規程第６０１条第５号ただし書に規定

する当取引所が適当と認める場合に適合する

かどうかの審査は、猶予期間の最終日の属す

る連結会計年度（上場会社が連結財務諸表を

作成すべき会社でない場合には事業年度）に

係る決算の内容を規程第４０４条第１項の定

めるところにより開示するまでの間におい

て、再建計画（規程第６０１条第５号ただし
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る１年以内に債務超過の状態でなくなるため

の計画を含む。）を公表している上場会社を

対象とし、上場会社が提出する当該再建計画

並びに次のａ及びｂに定める書類に基づき行

う。 

書に定める１年以内に債務超過の状態でなく

なるための計画を含む。）を公表している上

場会社を対象とし、上場会社が提出する当該

再建計画並びに次のａ及びｂに定める書類に

基づき行う。 
  ａ・ｂ （略）   ａ・ｂ （略） 
 （５）・（６） （略）  （５）・（６） （略） 
５～９ （略） 
１０ 規程第６０１条第１４号に規定する株式

の譲渡制限の取扱いは、次の各号に定めると

ころによる。 

 （１） 第２１２条第１１項の規定は、規程

第６０１条第１４号の場合について準用

する。  
 （２） （略） 
１１～１３ （略） 

５～９ （略） 
１０ 規程第６０１条第１４号に規定する株

式の譲渡制限の取扱いは、次の各号に定める

ところによる。 

 （１） 第２１２条第１０項の規定は、規程

第６０１条第１４号の場合について準用

する。  
 （２） （略） 
１１～１３ （略） 

  
（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第６０５条 当取引所は、上場株券等が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該上場株券等

を規程第６１０条に規定する監理銘柄に指定す

ることができる。この場合において、第１４号、

第１５号又は第２２号に該当する場合は監理銘

柄（審査中）に指定し、それ以外の場合は監理

銘柄（確認中）に指定する。 

第６０５条 当取引所は、上場株券等が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該上場株券等

を規程第６１０条に規定する監理銘柄に指定す

ることができる。この場合において、第１４号、

第１５号又は第２２号に該当する場合は監理銘

柄（審査中）に指定し、それ以外の場合は監理

銘柄（確認中）に指定する。 

 （１）～（１２） （略）  （１）～（１２） （略） 

（１３） ２人以上の公認会計士又は監査法人

による監査証明府令第３条第１項の監査報告

書又は四半期レビュー報告書（公認会計士又

は監査法人に相当する者による監査証明に相

当する証明に係る監査報告書又は四半期レビ

ュー報告書を含む。以下同じ。）を添付した

有価証券報告書又は四半期報告書について、

次のａ又はｂに該当した場合 

（１３） ２人以上の公認会計士又は監査法人

による監査証明府令第３条第１項の監査報告

書又は中間監査報告書（公認会計士又は監査

法人に相当する者による監査証明に相当する

証明に係る監査報告書又は中間監査報告書を

含む。以下同じ。）を添付した有価証券報告

書又は半期報告書について、次のａ又はｂに

該当した場合 

 ａ 法第２４条第１項又は法第２４条の４の

７第１項に定める期間の最終日までに内閣

総理大臣等に提出できる見込みのない旨の

 ａ 法第２４条第１項又は第２４条の５第１

項に定める期間の最終日までに内閣総理大

臣等に提出できる見込みのない旨の開示
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開示を、当該最終日までに行っているとき。 を、当該最終日までに行っているとき。 

  ｂ （略）   ｂ （略） 

 （１４）～（２５） （略）  （１４）～（２５） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 

（上場審査の形式要件の取扱い） 

第８０３条 （略） 

２ （略） 

３ 第２１２条第１１項の規定は、規程第８０

４条第２号ｅの場合について準用する。 

 

 

（上場審査の形式要件の取扱い） 

第８０３条 （略） 

２ （略） 

３ 第２１２条第１０項の規定は、規程第８０

４条第２号ｅの場合について準用する。 

（会社情報の開示の取扱い） （会社情報の開示の取扱い） 

第８０４条 （略） 第８０４条 （略） 

２ 規程第８０６条第５項の規定に基づく対象子

会社の四半期財務・業績の概況の開示は、その

開示資料に、当該四半期における当該対象子会

社の経営成績及び財政状態に係る四半期財務情

報を記載することを要するものとする。 

３ （略） 

２ 第４０５条及び第４０６条の規定は、規程第

８０６条第５項の規定に基づく対象子会社の四

半期財務・業績の概況の開示について準用する。

 

 

３ （略） 

 

（上場廃止基準の取扱い） 

第８０６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第２１２条第１１項及び第６０１条第１

０項第２号の規定は、規程第８０８条第２項

第７号の場合について準用する。 

５ （略） 

 

 

（上場廃止基準の取扱い） 

第８０６条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第２１２条第１０項及び第６０１条第１

０項第２号の規定は、規程第８０８条第２項

第７号の場合について準用する。 

５ （略） 

 

（新規上場申請に係る提出書類等の取扱い） （新規上場申請に係る提出書類等の取扱い） 

第９０２条 規程第９０３条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類

とする。 

 （１）～（８） （略） 

第９０２条 規程第９０３条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類

とする。 

 （１）～（８） （略） 

 （９） 債券の新規上場を申請しようとする者

が外国社債券の発行者（保証付外国社債券の

発行者を除く。）である場合には、次のａか

 （９） 債券の新規上場を申請しようとする者

が外国社債券の発行者（保証付外国社債券の

発行者を除く。）である場合には、次のａか
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らｅまでに掲げる書類。ただし、上場会社又

は上場外国社債券の発行者である場合には提

出を要しない。 

らｅまでに掲げる書類。ただし、上場会社又

は上場外国社債券の発行者である場合には提

出を要しない。 

  ａ 規程第２０４条第６項に規定する監査報

告書又は四半期レビュー報告書（四半期財

務諸表提出会社及び四半期連結財務諸表提

出会社でない場合にあっては、中間監査報

告書） 

  ａ 規程第２０４条第６項に規定する監査報

告書又は中間監査報告書 

  ｂ 規程第２０４条第７項に規定する監査概

要書又は四半期レビュー概要書（四半期財

務諸表提出会社及び四半期連結財務諸表提

出会社でない場合にあっては、中間監査概

要書） 

  ｂ 規程第２０４条第７項に規定する監査概

要書又は中間監査概要書 

  ｃ～ｅ （略）   ｃ～ｅ （略） 

 （１０） （略） 

２～６ （略） 

 （１０） （略） 

２～６ （略） 

  

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書の取

扱い） 

第９０６条 （略） 

２ 規程第９１０条に規定する理由の記載に当た

っては、有価証券報告書、半期報告書又は四半

期報告書の作成に関して上場債券の発行者の代

表者又はそれに準ずると認められる者が確認し

た内容を記載するものとする。 

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書の取

扱い） 

第９０６条 （略） 

２ 規程第９１０条に規定する理由の記載に当た

っては、有価証券報告書又は半期報告書の作成に

関して上場債券の発行者の代表者又はそれに準ず

ると認められる者が確認した内容を記載するもの

とする。 

  

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第９１０条 当取引所は、上場債券が次の各号の

いずれかに該当する場合は、当該上場債券を規

程第９１４条に規定する監理銘柄に指定するこ

とができる。この場合において、第６号に該当

する場合は監理銘柄（審査中）に指定し、それ

以外の場合は監理銘柄（確認中）に指定する。

第９１０条 当取引所は、上場債券が次の各号の

いずれかに該当する場合は、当該上場債券を規

程第９１４条に規定する監理銘柄に指定するこ

とができる。この場合において、第６号に該当

する場合は監理銘柄（審査中）に指定し、それ

以外の場合は監理銘柄（確認中）に指定する。

 （１）～（６） （略）  （１）～（６） （略） 

 （７） ２人以上の公認会計士又は監査法人に

よる監査証明府令第３条第１項の監査報告

 （７） ２人以上の公認会計士又は監査法人に

よる監査証明府令第３条第１項の監査報告書



 

- 48 - 

書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告

書を添付した有価証券報告書、半期報告書又

は四半期報告書について、次のａ又はｂに該

当した場合 

又は中間監査報告書を添付した有価証券報告

書又は半期報告書について、次のａ又はｂに

該当した場合 

  ａ 法第２４条第１項、第２４条の５第１項

又は第２４条の４の７第１項に定める期間

の最終日までに内閣総理大臣等に提出でき

る見込みのない旨の開示を、当該最終日ま

でに行っているとき。 

  ａ 法第２４条第１項又は第２４条の５第１

項に定める期間の最終日までに内閣総理大

臣等に提出できる見込みのない旨の開示

を、当該最終日までに行っているとき。 

  ｂ （略）   ｂ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類等の取扱い） 

第９２２条 （略） 

（新規上場申請に係る提出書類等の取扱い） 

第９２２条 （略） 

２ 規程第９２８条第３項に規定する施行規則で

定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、

同項に規定する施行規則で定める書類とは、当

該各号に規定する書類（法令により当取引所に

提出されるものを除く。）をいう。 

２ 規程第９２８条第３項に規定する施行規則で

定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、

同項に規定する施行規則で定める書類とは、当

該各号に規定する書類（法令により当取引所に

提出されるものを除く。）をいう。 

 （１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 

 （３） 内閣総理大臣等に次のａからｃまでに

掲げる書類を提出した場合 

 （３） 内閣総理大臣等に次のａ又はｂに掲げ

る書類を提出した場合 

  ａ・ｂ （略）    ａ・ｂ （略）  

  ｃ 四半期報告書（訂正四半期報告書を含

む。） 

その写し各２部 

３～６ （略） 

  （新設） 

 

その写し各２部 

３～６ （略） 

  

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書の取

扱い） 

（有価証券報告書等の適正性に関する確認書の取

扱い） 

第９２６条 （略） 

２ 規程第９３３条に規定する理由の記載に当た

っては、有価証券報告書、半期報告書又は四半

期報告書の作成に関して上場交換社債券の発行

者の代表者が確認した内容を記載するものとす

る。 

第９２６条 （略） 

２ 規程第９３３条に規定する理由の記載に当た

っては、有価証券報告書又は半期報告書の作成

に関して上場交換社債券の発行者の代表者が確

認した内容を記載するものとする。 
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（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第９２９条 当取引所は、上場交換社債券が次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該上場交

換社債券を規程第９３８条に規定する監理銘柄

に指定することができる。この場合において、

第８号に該当する場合は監理銘柄（審査中）に

指定し、それ以外の場合は監理銘柄（確認中）

に指定する。 

 （１） （略） 

第９２９条 当取引所は、上場交換社債券が次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該上場交

換社債券を規程第９３８条に規定する監理銘柄

に指定することができる。この場合において、

第８号に該当する場合は監理銘柄（審査中）に

指定し、それ以外の場合は監理銘柄（確認中）

に指定する。 

 （１） （略） 

 （２） ２人以上の公認会計士又は監査法人に

よる監査証明府令第３条第１項の監査報告

書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告

書を添付した有価証券報告書、半期報告書又

は四半期報告書について、次のａ又はｂに該

当した場合 

 （２） ２人以上の公認会計士又は監査法人に

よる監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は中間監査報告書を添付した有価証券報告

書又は半期報告書について、次のａ又はｂに

該当した場合 

  ａ 法第２４条第１項、第２４条の５第１項

又は第２４条の４の７第１項に定める期間

の最終日までに内閣総理大臣等に提出でき

る見込みのない旨の開示を、当該最終日ま

でに行っているとき。 

  ａ 法第２４条第１項又は第２４条の５第１

項に定める期間の最終日までに内閣総理大

臣等に提出できる見込みのない旨の開示

を、当該最終日までに行っているとき。 

  ｂ （略）   ｂ （略） 

 （３）～（９） （略）  （３）～（９） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２０年４月１日から施

行する。 

２ 改正後の第２０４条第１項第１０号、第２０

６条第９号、第２１０条第１項第３号、第２１

１条第４項、第２１２条第６項第１０号、第２

２１条、第２２６条第４項、第３０９条第２項

第１号ｅ、第３１０条第３項第１号、第９０２

条第１項第９号ａ及びｂ、第９１０条第１項第

７号、第９２２条第２項第３号並びに第９２９
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条第１項第２号の規定は、この改正規定施行の

日（以下「施行日」という。）以後に開始する

事業年度から適用し、施行日より前に開始する

事業年度に係るものは、なお従前の例による。

３ 改正後の第２０６条第５号ｉの規定は、施行

日以後に開始する事業年度から適用する。 

４ 改正後の第２０４条第１項第９号の２、第２

０５条第１号ａ（ａ）、第２１９条第１項第１

号及び第２２０条第１号 a（ａ）の規定は、施行

日以後に新規上場申請を行う者から適用する。

５ 施行日から起算して１年以内に開始する事業

年度における四半期報告書に関する改正後の第

６０５条第１項第１３号ａ、同条第３項第４号、

第９１０条第１項第７号ａ及び第９２９条第１

項第２号ａの規定の適用については、これらの

規定中「最終日」及び「当該最終日」とあるの

は「最終日の翌日から起算して１５日を経過す

る日」とする。 

  

別添３ 結合財務情報に関する書類に対する意見

表明に係る基準 

 
新規上場申請者が第２０４条第１項第１５号の

規定により提出する結合財務情報に関する書類に

一定の信頼性を付与することを目的として、公認

会計士又は監査法人が当該書類について実施す

る、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠した監査による意見表明の場合に比して限定的

な意見表明に係る基準を次のとおり定める。 

別添３ 結合財務情報に関する書類に対する意見

表明に係る基準 

 
新規上場申請者が第２０４条第１項第１５号の

規定により提出する結合財務情報に関する書類に

一定の信頼性を付与することを目的として、公認

会計士又は監査法人が当該書類について実施す

る、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠した監査による意見表明の場合に比して限定的

な意見表明に係る基準を次のとおり定める。 

１．・２． （略） １．・２． （略） 

３．目的 ３．目的 

この基準は、公認会計士等が、対象となる結

合財務情報に関する書類に、一般に公正妥当と

認められる監査又は四半期レビューの基準に準

拠した監査又は四半期レビューの場合に比して

限定的な意見表明を実施することを目的とす

この基準は、公認会計士等が、対象となる結

合財務情報に関する書類に、一般に公正妥当と

認められる監査又は中間監査の基準に準拠した

監査又は中間監査の場合に比して限定的な意見

表明を実施することを目的とする。 
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る。 

４．意見表明に関する手続 

公認会計士等は、意見表明の手続を、次の（１）

から（６）までに掲げるところにより実施する。

４．意見表明に関する手続 

公認会計士等は、意見表明の手続を、次の（１）

から（７）までに掲げるところにより実施する。

 （１） 結合財務情報が、結合対象会社の財務

諸表等又は四半期財務諸表等を基礎として作

成されていることを確かめる。 

 （１） 結合財務情報が、結合対象会社の財務

諸表等又は中間財務諸表等を基礎として作成

されていることを確かめる。 

 （２） 結合対象会社の財務諸表等又は四半期

財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して作成されているこ

とを、各監査報告書又は各四半期レビュー報

告書等により確かめる。 

 （２） 結合対象会社の財務諸表等又は中間財

務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して作成されていること

を、各監査報告書又は各中間監査報告書等に

より確かめる。 

 （３）～（６） （略）  （３）～（６） （略） 

５．報告書の記載事項 ５．報告書の記載事項 

公認会計士等は、結合財務情報に対する意見

表明のための報告書（以下この別添３において

「報告書」という。）に、次の（１）から（５）

までに掲げる事項を記載しなければならない。

公認会計士等は、結合財務情報に対する意見

表明のための報告書（以下この別添３において

「報告書」という。）に、次の（１）から（５）

までに掲げる事項を記載しなければならない。

 （１）～（３） （略）  （１）～（３） （略） 

 （４） 報告書が、結合財務情報に対して、一

般に公正妥当と認められる監査又は四半期レ

ビューの基準に準拠した監査又は四半期レビ

ューに基づく監査意見又は四半期レビューの

結論を述べるものではない旨 

 （４） 報告書が、結合財務情報に対して、一

般に公正妥当と認められる監査又は中間監査

の基準に準拠した監査又は中間監査に基づく

監査意見又は中間監査意見を述べるものでは

ない旨 

 （５） （略）  （５） （略） 

  

（削る） 別添８ 四半期財務諸表等に対する意見表明に係

る基準 

当取引所は、マザーズの上場会社（以下この別

添８において「会社」という。）が行う四半期財

務・業績の概況の開示の適時性を確保するととも

に、当該開示に係る四半期財務諸表等に一定の信

頼性を付与することを目的として、公認会計士等

が四半期財務諸表等について一般に公正妥当と認

められる監査の基準又は中間監査の基準に準拠し

た監査による意見表明の場合に比して限定的な保
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証を与えるための意見表明に係る基準を次のとお

り定める。 

１．実施者 

この基準による意見表明及びそれに要する手

続（以下この別添８において「意見表明等」と

いう。）は、会社の監査人である公認会計士等

（以下この別添８において「監査人」という。）

が実施するものとする。 

２．目的 

監査人は、四半期財務諸表等が、中間財務諸

表作成基準又は中間連結財務諸表作成基準に準

じた基準に照らして、会社の当該四半期会計期

間に関する有用な情報を表示しているか否かに

ついて、一般に公正妥当と認められる監査の基

準又は中間監査の基準に準拠した監査の場合に

比して限定的な保証を与えることを目的として

意見表明等を実施する。 

３．意見表明に要する手続 

監査人は、一般に公正妥当と認められる監査

の基準又は中間監査の基準に準拠した監査の場

合に比して限定的な保証を与えることを目的と

した意見表明のための手続として、主として次

の各号に掲げる質問又は分析的手続を実施す

る。 

（１） 会社の業務及び会社が属している業界

の状況についての質問 

（２） 会社の内部統制の整備状況及び直近決

算日（中間決算日を含む。）後の重要な変化

についての質問 

（３） 会社が採用している会計処理の原則及

び手続の内容、これらの変更の有無並びに新

たな会計処理の原則及び手続の採用の有無に

関する質問 

（４） 財務データ相互間又は財務以外のデー

タと財務データ間の矛盾又は異常な変動の有

無を検討し、四半期財務諸表等の合理性を確
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かめる分析的手続 

（５） 株主総会及び取締役会等の議事録並び

に重要な決裁文書の閲覧 

（６） 重要な後発事象又は偶発事象等の発生

の有無に関する質問 

（７） 対象とした四半期財務諸表等について

の経営者による確認書の入手 

４．報告書の記載事項 

監査人は、四半期財務諸表等に対する意見表

明のための報告書（以下この別添８において「報

告書」という。）に、次の（１）から（７）ま

でに掲げる事項を記載しなければならない。 

（１） 対象となった四半期財務諸表等の範囲

（２） 意見表明のための手続がこの基準に準

拠して実施された旨 

（３） 実施した意見表明手続の種類及びこれ

が一般に公正妥当と認められる監査の基準又

は中間監査の基準に準拠した監査に当たって

採用される監査手続よりも限定されたもので

ある旨 

（４） 報告書によって表明される意見が、一

般に公正妥当と認められる監査の基準又は中

間監査の基準に準拠した監査の場合に比較し

て限定的な保証を与えるものである旨 

（５） 報告書が会社の四半期財務諸表等に対

して、一般に公正妥当と認められる監査の基

準又は中間監査の基準に準拠した監査に基づ

く監査意見を述べるものではない旨 

（６） 意見表明のための手続の結果、四半期

財務諸表等が、中間財務諸表作成基準又は中

間連結財務諸表作成基準に準じた基準に照ら

して、会社の当該四半期会計期間に関する有

用な情報を示していないと認められる事項が

なかったかどうかに関する意見（重要な意見

表明に要する手続が実施されなかったこと等

の理由により、当該有用な情報を表示してい
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ないと認められる事項がなかったかどうかに

ついての判断を行うことができない場合にあ

っては、意見の表明を差し控える旨及びその

理由） 

（７） 会社と監査人との間に公認会計士法に

定める利害関係がない旨 
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上場管理等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

Ⅳ 上場廃止に係る審査  Ⅳ 上場廃止に係る審査 

３． 規程第６０１条第１１号ｂに規定する影響の

重大性の審査は、監査報告書又は四半期レビュ

ー報告書の内容、当該報告書に「不適正意見」

等が記載されるに至った経緯その他の事情を総

合的に勘案して行う。 

３． 規程第６０１条第１１号ｂに規定する影響の

重大性の審査は、監査報告書又は中間監査報告

書の内容、当該報告書に「不適正意見」等が記

載されるに至った経緯その他の事情を総合的に

勘案する。 

  

 
付  則 

 
この改正規定は、平成２０年４月１日から施行

する。 

 

   


